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六
国
史
に
見
え
る
銭
貨
を
他
者
に
提
供
す
る
行
為
を
分
析
す
る
と
、
王
権
や
国
家
な
ど
の
提
供
者

と
銭
貨
と
の
関
係
が
見
え
て
く
る
。
貞
観
永
宝
の
新
鋳
銭
が
、
ハ
ツ
ホ
と
し
て
鋳
銭
所
近
く
の
神
に

奉
納
さ
れ
た
点
に
注
目
し
て
、
他
の
銭
貨
の
場
合
を
検
討
す
る
と
、
新
鋳
銭
を
ハ
ツ
ホ
と
し
て
神
に

奉
納
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

和
銅
顕
出
の
詔
、
陸
奥
産
金
の
詔
勅
、
大
宝
産
金
の
記
事
に
よ
る
と
、
貴
重
な
金
属
は
天
皇
の
統

治
す
る
国
土
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
出
現
は
、
天
神
地
鐵
や
天
皇
霊
が
天
皇
の
国
土
統
治

の
正
当
性
を
保
証
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
銭
貨
は
、
か
か
る
貴
重
な
金
属
か
ら
作
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
た
め
に
大
地
が
産
み
出
し
た
も
の
と
認
識
さ
れ
、
そ
の
故
に
ハ
ツ
ホ
と
意
識
さ
れ
た
。

　

ハ
ツ
ホ
と
し
て
の
新
鋳
銭
を
、
天
皇
が
神
々
へ
奉
納
す
る
こ
と
は
、
自
ら
の
国
土
統
治
の
正
当
性

を
神
々
に
確
認
す
る
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
皇
族
・
臣
下
に
対
す
る
賜
与

は
ハ
ツ
ホ
の
分
与
で
あ
り
、
皇
族
・
臣
下
に
天
皇
の
国
土
統
治
を
確
認
さ
せ
る
意
味
が
あ
っ
た
。

　

延
喜
式
と
六
国
史
に
お
け
る
銭
貨
提
供
記
事
を
全
体
的
に
見
る
と
、
銭
貨
を
神
鐵
関
係
の
祭
祀
料

と
し
て
用
い
る
事
例
は
少
な
く
は
な
い
。
神
鐵
関
係
の
銭
貨
奉
納
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
が
、
仏

教
関
係
の
銭
貨
の
提
供
で
は
、
王
権
と
仏
を
つ
な
ぐ
物
と
し
て
銭
貨
が
機
能
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は

銭
貨
の
呪
力
が
媒
介
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

日
本
に
お
い
て
は
、
銭
貨
が
大
地
の
産
物
と
認
識
さ
れ
て
い
た
点
は
重
要
で
あ
る
。
日
本
に
お
け

る
銭
貨
の
呪
力
の
根
源
は
、
こ
の
点
か
ら
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
銭
貨
は
、
大
地
の
産
み
出
し
た
も

の
で
あ
る
が
故
に
呪
力
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】 
ハ
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ホ
と
し
て
の
銭
貨
、
鋳
銭
司
、
貴
金
属
の
産
出
、
天
皇
の
国
土
統
治
、
銭
貨

の
呪
力

は
じ
め
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は
じ
め
に

　

六
国
史
に
は
、
あ
る
主
体
が
銭
貨
を
他
の
主
体
に
差
し
出
す
事
例
が
多
く
見
ら
れ

る
が
、
こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
全
体
と
し
て
ま
と
め
て
検
討
さ
れ
た

こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
仔
細
に
検
討
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
日
本
古
代
に
お
け
る
銭
貨
の
呪
力
の
淵
源
、
銭
貨
と
神
仏
と
の
関
係
な

ど
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で

は
、
こ
の
点
の
検
討
を
行
い
た
い
。

　

銭
貨
を
差
し
だ
す
行
為
は
、
六
国
史
な
ど
で
は
「
奉
」「
献
」「
供
」「
賜
」「
給
」

「
授
」「
施
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
奉
」
な
ど
は
、
自

分
よ
り
も
上
に
位
置
す
る
者
へ
銭
貨
を
差
し
だ
す
場
合
で
あ
り
、「
賜
」「
給
」「
授
」

「
施
」
な
ど
は
、
下
位
の
者
へ
差
し
だ
す
場
合
で
あ
る
。
六
国
史
そ
の
他
の
史
料
を

検
討
す
る
と
、
基
本
的
に
は
こ
れ
ら
の
違
い
が
明
確
に
意
識
さ
れ
、
区
別
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
注
意
を
し
て
検
討
し
て
い

く
と
、
銭
貨
を
め
ぐ
る
関
係
者
の
位
置
関
係
が
見
え
て
く
る
。

　

こ
の
両
者
の
表
現
で
は
、
銭
貨
の
移
動
す
る
方
向
が
反
対
で
あ
る
が
、
銭
貨
を
差

し
だ
す
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
銭
貨
を
他
者
に
差
し

だ
す
行
為
の
全
体
を
総
括
す
る
言
葉
は
、
六
国
史
そ
の
他
の
史
料
で
は
見
あ
た
ら
な

い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
、
熟
さ
な
い
が
「
提
供
」
と
い
う

語
で
表
現
す
る
こ
と
と
す
る
。

笊
ハ
ツ
ホ
と
し
て
の
銭
貨
│
貞
観
永
宝
の
場
合

　

表
１
は
、
六
国
史
に
み
え
る
銭
貨
の
提
供
に
関
す
る
史
料
を
整
理
し
た
も
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
給
与
な
ど
の
恒
常
的
支
出
は
省
略
し
て
い
る
。「
提
供
」
欄
は
、
そ

の
銭
の
提
供
が
、「
賜
」っ
た
も
の
か
、「
施
」
さ
れ
た
も
の
か
、「
奉
」
ら
れ
た
も
の

か
、
な
ど
の
区
別
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。「
神
鐵
関
係
」「
仏
教
関
係
」「
皇
族
・

官
人
・
官
司
等
」「
救
貧
」
欄
は
、
銭
貨
の
提
供
対
象
を
区
別
し
て
整
理
し
て
い
る
。

「
賭
」
欄
は
射
の
た
め
に
銭
貨
が
提
供
さ
れ
た
場
合
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ

の
表
１
は
、
ど
の
よ
う
な
対
象
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
ど
の
よ
う
に
銭
貨

が
提
供
さ
れ
た
の
か
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

表
１
を
通
覧
す
る
と
、
銭
貨
提
供
の
主
体
が
ほ
と
ん
ど
王
権
や
国
家
で
あ
る
こ
と

に
気
づ
く
。
こ
の
点
は
、
こ
の
表
が
六
国
史
の
史
料
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
の
で
、

あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
留
意
す
れ
ば
、
個
別
具
体

的
な
銭
貨
の
提
供
の
さ
れ
方
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
権
や
国
家
の
銭
貨
に

対
す
る
認
識
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
た
っ

て
、
以
下
考
察
を
進
め
た
い
。

　

そ
こ
で
ま
ず
最
初
に
、
貞
観
永
宝
の
発
行
前
後
の
事
情
に
注
目
す
る
と
こ
ろ
か
ら

は
じ
め
た
い
。

（
１
）　
（
貞
観　

年
正
月
）
廿
五
日
戊
寅
、（
貞
観
永
宝
発
行
詔
）

１２

（
２
）　
（
２
月
）
廿
五
日
丁
未
、（
中
略
）
令
備
中
備
後
両
国
採
進
鋳
銭
料
銅
、

（
３
）　
（
８
月
）
五
日
乙
酉
、（
中
略
）
是
日
、
鋳
銭
司
進
新
鋳
貞
観
銭
一
千
一
百

十
貫
文
、
勅
進
献
太
皇
大
后
宮
及
淳
和
院
各
五
十
貫
文
、
賜
東
宮
二
十
貫
文
、

頒
賜
親
王
已
下
五
位
已
上
見
参
者
各
有
差
、
自
諸
司
六
位
官
人
、
迄
諸
衛
府

駕
輿
丁
衛
士
、
皆
預
恩
賚
焉
、

（
４
）　
（　

月
）
八
日
丙
辰
、
先
是
九
月
十
一
日
、
内
裏
有
犬
産
穢
、
停
奉
幣
伊

１１

勢
大
神
宮
使
、
是
日
、
遣
大
舍
人
頭
従
五
位
上
礒
江
王
、
奉
常
幣
并
鋳
銭
司

及
山
城
国
葛
野
郡
鋳
銭
所
等
新
鋳
銭
、

（
５
）　

十
七
日
乙
丑
、（
中
略
）
是
日
、
分
遣
使
者
諸
社
、
奉
鋳
銭
司
及
葛
野
鋳

銭
所
新
鋳
銭
、
賀
茂
御
祖
別
雷
両
社
使
前
安
芸
介
従
五
位
下
大
中
臣
朝
臣
是

直
、
松
尾
社
使
神
祇
権
大
祐
正
六
位
上
齋
部
宿
祢
高
善
、
稲
荷
社
使
神
祇
大

祐
正
六
位
上
大
中
臣
朝
臣
常
道
、
石
清
水
社
使
主
水
佑
正
六
位
上
大
中
臣
朝

臣
坂
田
麿
、
平
野
社
使
神
祇
少
副
正
六
位
上
大
中
臣
朝
臣
有
本
、
梅
宮
社
使
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 表1　六国史における銀貨の提供 （1/5）

備考賭救貧皇族・官人・官司等仏教関係神鐵関係対象物提供詔勅銅銭日月年No.

和同開珎

己巳１０８１和銅

従駕百寮～輿丁�布銭賜甲申１９２２養老１

天皇御松林奉騎人等、不問位品銭１０００文給甲午５５１

天平

２

天皇御南樹苑　
親王３００貫、大納言
２５０貫、正３位２００貫、
自余各有差

銭賜庚戌５１１３３

百官主典已上
中衛兵衛

銭賜勅乙亥２５③１３４

以築大宮垣
造宮録正８位下秦下
嶋麻呂

従４位下、太秦公之姓、銭１００貫、
�１００疋、布２００端、綿２００屯

授、賜詔丁丑５８１４５

伐除紫香楽宮辺山
木

蒲生郡大領正８位上
佐々貴山君親人

従５位下、食封５０戸、�１００疋、
布２００端、綿２００屯、銭１００貫

授、賜詔乙未５８１６６
神前郡大領正８位下
佐々貴山君足人

正６位上、�４０疋、布８０端、綿８０
屯、銭４０貫

高野天皇及帝幸太
師第

陪従５位已上銭賜丁卯５１４

天平宝字

７

万年通宝

丁丑１６３４

百官主典已上
新京諸大小寺
僧綱大尼

諸神主新銭賜己卯２２８４８

致仕
御史大夫従２位文室
真人浄三

几杖、新銭１０万文賜戊戌４９８９

神功開宝

丁酉８９１
天平神護

内豎・衛府新銭賜詔庚寅２⑩１１０

於猪隈院射５位已上銭賜甲子９１１１

延暦

１１

５位已上銭賜丙寅１９６１２１２

隆平永宝

乙未８１１１５

始用新銭

伊勢神宮
賀茂上下２社
松尾社

新銭奉

辛丑１４１１１５１３ ７大寺　野寺施

皇太子親王～職事正
６位已上賜

僧都律師

幸近東院宴５位已上銭賜癸丑２６１１６１４

５位已上３位３０００文
　　　　４位２０００文
　　　　５位１０００文

新銭賜甲寅９１１８１５

曲宴侍臣銭賜辛巳２６２２１６

遊猟的野５位已上銭賜癸酉２５９２２１７

宴楽５位已上銭賜甲辰９１０２４１８

幸神泉苑宴飲５位已上新銭賜癸丑２６５２

大同

１９

幸神泉苑宴群臣銭賜甲午１３５３２０

従４位下橘朝臣常子新銭１００貫賜壬子８７４２１
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備考賭救貧皇族・官人・官司等仏教関係神鐵関係対象物提供詔勅銅銭日月年No.

幸神泉苑陪侍之人銭賜

隆平永宝

甲辰１２７２

弘仁

２２

幸神泉苑陪侍者　銭賜庚辰２４７３２３

宴後庭合歓樹下４位３万、５位２万銭賜丙寅１６７４２４

禄鋳銭官人利銭賜丁酉１７８４２５

故伝灯大法師位慈
賢

布１４０段、銭１１貫、米７斛賻勅丁丑２８１１４２６

業子内親王�３１匹、布５０端、銭２００貫賻癸亥２４６６２７

民部宮内奉献酒食
銭３００貫

左右近衛射銭賜壬辰２７３７２８

幸神泉苑
左右馬寮奉献開銭
４００貫

左右近衛射開銭賜辛丑６４７２９

富寿神宝

辛卯１１１９

治部卿４品坂本親王銭�綿米商布賻乙酉５１１９３０

京中窮弊者銭給庚戌４６１０３１

空海法師新銭２万施丁巳２３７１２３２

諸王貧者新銭１００貫班給丙申８７１３３３

築益田池料大和国新銭１００貫賜丙子２０１１４３４

左右京飢民銭賜丙戌１２１４３５

御紫宸殿賜飲見参侍従已上召内蔵寮銭３００貫賜己巳１５６５天長３６

御射場
上射新銭２万文献

甲午１３２１

承和

３７
大臣～近習射分賜

承和昌宝

戊辰２２１２

令大蔵省進新銭

見参親王～５位已上新銭分賜

甲午２３１０２３８ 嵯峨院、淳和院新銭各１０万文奉

皇太子新銭２万文賜

京城有名之寺仏僧新銭４万文供施勅己亥２８１０２３９

御内裏射場侍臣射
右大臣従２位藤原朝臣三守積置銭
布（賭物）

備癸巳５２５４０

囲碁
伴宿祢雄堅魚、
伴宿祢須賀雄
囲碁

新銭２０貫文（賭物）己酉１１０６４１

御葬料
絹５００匹、布１００端、調布１０００端、
商布２０００段、銭５００貫、鉄８０挺、
鍬２００口、白米１００斛、黒米１００斛

奉充癸未８５７４２

京中飢病飯米銭賑給乙未２０５７４３

御葬料商布２０００段、銭１０００貫奉充戊申１６７９４４

失火百姓６万銭班給壬子２０７９４５

皇太子、禁中射場射承和銭２０貫（賭物）庚子２３２１２４６

長年大宝
乙亥１９９１

嘉祥
御内裏射場射銭賜丙申１０１０１４７
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か
ら
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た
銭
貨
の
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 表1　六国史における銀貨の提供 （3/5）

備考賭救貧皇族・官人・官司等仏教関係神鐵関係対象物提供詔勅銅銭日月年No.

大皇太后京中飢民銭５０万賑恤

長年大宝

癸卯２３１０２

嘉祥

４８
大皇太后、祈冥翊

７大寺梵釈崇福延
暦寺

新銭４０貫文

乗輿順省京城京城窮者銭米賑給己未１０⑫２４９

帝釈像１００鋪安置
両京畿内近江丹波
１００寺

各承和銭１０００文（燈料）丙戌８３３５０

内供奉十禅師伝灯
大法師位光定

度者８人、�８０疋、調布商布交易
布各８０段、綿８０斤、銭８万貫、米
８０石

施戊戌１０８２天安５１

（内殿潅仏）�銭
親王公卿
殿上６位
已上奉

８癸巳４１

貞観

５２

饒益神宝

２８癸丑４１

諸名神社諸山陵新鋳銭奉
２８庚戌１０１５３

親王已下頒賜

准拠承和仁寿旧跡侍従厨新銭３万賜詔１１辛卯４２５４

合計２９６７４人
淳和大后斎会

隠居飢窮之輩僧尼優婆塞優婆夷

米６００斛、塩３５斛、醴３２斛、
粽１５００枚、櫃飯４０合、笥飯５００合、
�飯１６９６０枚、海藻３３３００斤、
銭１２５０００文

施１１庚申５２５５

皇太后宮斎講畢京師貧窮者銭米賜２戊申⑩２５６

修理料
勅施入、中宮鉄

東大寺、興福寺、
元興寺、大安寺、
薬師寺、西大寺

新銭１００貫、鉄１００挺

施入勅２７丁巳７５５７

延暦寺、新薬師寺新銭３０貫、鉄３０挺

豊浦寺、本元興寺、
招提寺、天王寺、
崇福寺、知識寺

新銭２０貫、鉄２０挺

梵釈寺、比叡西塔
院、東寺、西寺

新銭１５貫、鉄１５挺

無品人康親王家
借絹１３０疋、綿３００屯、調布４００端、
銭３３００貫

免除詔７庚寅１１６５８

鴨河辺京城貧窮者新銭５万文、飯２５００�頒給１丙午③８５９

東西京乏絶之
人

米３２０石、籾２０００石、塩３５斛、新
銭１００貫

賑恤詔１７丁亥２９６０

賀皇太后春秋盈４０
近京４０寺、平城４０
寺

�銭�勅５甲子１２１０６１

貞観永宝

２５戊寅１１２

鋳銭司進新鋳貞
観銭１１１０貫文

大皇太后宮、淳和院新鋳貞観銭各５０貫文進献

勅５乙酉８１２６２ 東宮新鋳貞観銭２０貫文賜

親王～５位已上見参
者

新鋳貞観銭頒賜

伊勢大神宮鋳銭司及葛野鋳銭所新鋳銭奉８丙辰１１１２
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月  表1　六国史における銀貨の提供 （4/5）

備考賭救貧皇族・官人・官司等仏教関係神鐵関係対象物提供詔勅銅銭日月年No.

賀茂御祖別雷両
社、松尾社、稲荷
社、石清水社、平
野社、梅宮社、春
日社、大原野社

鋳銭司及葛野鋳銭所新鋳銭奉

貞観永宝

１７乙丑１１１２

貞観

６３

 早穂 ２０文、１５文
ハ ツ ホ宗像・櫟谷・清水 

・堰・小社５神

祈祷之費、太政大
臣患咳逆

銭５０万充７丁丑３１４６４

市人与客徒私相市
易

渤海国使官銭４０万賜２２辛卯５１４６５

就候庁酣飲預席者厨家及大蔵省銭給１壬戌１１１５６６

労問淳和院火災淳和院
白絹３０疋、赤絹１００疋、糸１００�、
調布５００端、貞観銭１００貫文、鉄２００
挺、白米５０斛、黒米５０斛

奉遣勅２２庚戌４１６６７

令各買居宅親王及源氏新銭３７００貫賜勅２７乙卯４１６６８

宴会於侍従局手談賭物後院新銭１０貫賜詔２１丁丑８１６６９

官給　殯料
右衛門火長大原雄広
麿

新銭３貫文、米１斛５斗、商布３０
段

給２９癸丑１１７７０

修善諷誦近京及平城諸寺�物内蔵寮後院銭充１１乙丑２１７７１

転読大般若経、祈
雨

１５大寺新銭充１３甲子６１７７２

太上天皇宮

白綾２００疋、綾３００疋、白絹５００疋、
絹２０００疋、帛５００疋、白糸３００�、
糸７００�、細屯綿１０００屯、石見綿
４００屯、調綿１００００屯、庸綿５０００屯、
細布１０００端、調布２０００端、新銭２００
貫文

令諸司奉勅８辛亥１２１８７３

路中之施行料粟田院綿２０００屯、銭１００貫文奉２３己卯１０３

元慶

７４

囲碁賭物内蔵銭１万充７己丑６４７５

修功徳、太上天皇
聖体乖予未有平損
転読大般若経
寺別請名僧２０口

東大寺、興福寺、
元興寺、西大寺、
薬師寺、大安寺、
法隆寺、招提寺、
延暦寺

新銭３貫文（各寺の僧）供詔２９己卯１１４７６

円覚寺
大蔵省商布２０００段、貞観銭１００貫
文

進５甲申１２４７７

於御在所潅仏�銭
太政大臣
已下奉

８戊戌４８７８

造五重塔料嘉祥寺
近江国米１５６斛、丹波国米３７９斛、
貞観銭１２貫文

充勅２３壬子６８７９
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大
監
物
従
五
位
下
橘
朝
臣
茂
生
、
春
日
社
使
雅
楽
少
允
従
七
位
上
大
中
臣
朝

臣
冬
名
、
大
原
野
社
使
主
水
正
正
六
位
上
大
中
臣
朝
臣
鹿
主
、
又
近
於
葛
野

鋳
銭
所
宗
像
、
櫟
谷
、
清
水
、
堰
、
小
社
五
神
、
奉
鋳
銭
所
新
鋳
銭
、

 

 

〔
以
上
『
日
本
三
代
実
録
』〕

　

こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
る
と
、
貞
観　

年
（
８
７
０
）
正
月　

日
に
貞
観
永
宝
発
行

１２

２５

の
詔
（
１
）
が
出
さ
れ
た
翌
月
に
、
備
中
・
備
後
両
国
に
鋳
銭
材
料
の
銅
を
鋳
銭
司

に
供
給
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
（
２
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
鋳
銭
司
は
貞
観
永

宝
の
鋳
造
を
本
格
化
さ
せ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

そ
れ
か
ら
５
ヶ
月
余
が
す
ぎ
た
８
月
５
日
に
、
鋳
銭
司
か
ら
「
新
鋳
貞
観
銭
一
千

一
百
十
貫
文
」
が
中
央
に
「
進
」
め
ら
れ
て
き
た
（
３
）。
新
た
な
銭
貨
発
行
の
詔

勅
が
出
さ
れ
て
か
ら
、
実
際
に
そ
の
新
鋳
銭
が
鋳
銭
司
か
ら
中
央
に
進
上
さ
れ
て
く

る
ま
で
に
は
、
数
ヶ
月
か
ら
１
年
近
く
の
時
間
が
か
か
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。

　

新
鋳
銭
が
進
上
さ
れ
て
き
た
の
で
、
勅
に
よ
り
大
皇
太
后
宮
（
藤
原
順
子
か
）
と

淳
和
院
に
各　

貫
文
が
「
進
献
」
さ
れ
た
。
ま
た
東
宮
に　

貫
文
を
「
賜
」
わ
り
、

５０

２０

親
王
以
下
５
位
以
上
の
見
参
者
に
差
を
つ
け
て
「
頒
賜
」
さ
れ
、
諸
司
の
６
位
の
官

人
か
ら
諸
衛
府
の
駕
輿
丁
や
衛
士
に
い
た
る
ま
で
み
な
「
恩
賚
」
に
預
か
っ
た

（
３
）。

　

こ
の
う
ち
大
皇
太
后
と
淳
和
院
に
対
し
て
は
「
献
」
と
い
う
上
位
の
も
の
に
た
て

ま
つ
る
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
清
和
天
皇
か
ら
み
て
目
上
の
者
に
対
す
る
敬

意
表
現
で
あ
り
、
天
皇
か
ら
の
提
供
と
い
う
点
で
は
、
皇
太
子
以
下
に
対
す
る

「
賜
」
と
実
質
的
に
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

　

そ
の
後
、
内
裏
で
犬
産
穢
が
あ
っ
た
た
め
９
月　

日
以
来
停
め
ら
れ
て
い
た
奉
幣

１１

伊
勢
大
神
宮
使
を
、　

月
８
日
に
大
舎
人
頭
従
５
位
上
磯
江
王
を
派
遣
し
、
常
幣
と

１１

併
せ
て
「
鋳
銭
司
及
山
城
国
葛
野
郡
鋳
銭
所
等
新
鋳
銭
」
を
伊
勢
神
宮
に
「
奉
」
ら

せ
た
（
４
）。

　

つ
い
で　

月　

日
に
は
、
使
者
を
賀
茂
御
祖
別
雷
両
社
・
松
尾
社
・
稲
荷
社
・
石

１１

１７

清
水
社
・
平
野
社
・
梅
宮
社
・
春
日
社
・
大
原
野
社
な
ど
９
社
に
分
遣
し
、「
鋳
銭
司

及
葛
野
鋳
銭
所
新
鋳
銭
」
を
「
奉
」っ
て
い
る
。
さ
ら
に
葛
野
鋳
銭
所
に
近
い
宗
像
・

櫟
谷
・
清
水
・
堰
・
小
社
の
５
神
に
も
「
鋳
銭
所
新
鋳
銭
」
が
「
奉
」
ら
れ
て
い
る
。

『
日
本
三
代
実
録
』
に
は
、
そ
の
際
の
告
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
（
５
）（
後
述
）。

　

こ
の
経
過
に
よ
る
と
、
新
鋳
さ
れ
た
貞
観
永
宝
が
鋳
銭
司
か
ら
中
央
に
進
納
さ
れ

て
く
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
大
皇
太
后
宮
・
淳
和
院
、
東
宮
・
親
王
以
下
の
有
位
の
官
人

た
ち
、
ま
た
駕
輿
丁
・
衛
士
に
至
る
ま
で
、
そ
の
新
鋳
銭
が
賜
給
さ
れ
、
つ
づ
い
て

伊
勢
神
宮
、
賀
茂
御
祖
別
雷
両
社
以
下
の
諸
社
、
宗
像
神
以
下
の
諸
神
に
奉
納
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
う
ち
賀
茂
御
祖
別
雷
両
社
以
下
の
９
社
、
宗
像
神
以
下
の
５
神
へ
の
奉
納
は

［提供から見た銭貨の呪力］……栄原永遠男

 
表
1
　
六
国
史
に
お
け
る
銀
貨
の
提
供
 

（
5/5）

備
考

賭
救
貧

皇
族
・
官
人
・
官
司
等

仏
教
関
係

神
鐵
関
係

対
象
物

提
供

詔
勅

銅
銭

日
月

年
N
o.

天
皇
御
射
殿

賭
射

賭
物
新
銭
４０
貫

太
政
大
臣

献

貞
観
永
宝

６
丙
戌

１１
１

仁
和

８０

充
供
御
菜
料

内
膳
司

大
蔵
省
銭
４０００

文
（
毎
月
）

送
勅

１５
乙
丑

２
２

８１

転
読
大
般
若
経

東
大
寺
、
元
興
寺
、

興
福
寺
、
薬
師
寺
、

延
暦
寺
各
新
銭
５
貫

文
　
西
大
寺
、
法
華

寺
、
大
安
寺
各
４
貫

文
　
法
隆
寺
３
貫
文

新
銭

供
料

１８
丙
寅

６
２

８２
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月　

日
乙
丑
に
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
点
は
、
そ
の
直
後
の　

日
丁
卯
条
に
は

１１

１７

１９

「
夜
、　

天
皇
御
神
嘉
殿
、
齋
肅
親
奉
新
嘗
祭
」
と
あ
り
、
さ
ら
に　

日
戊
辰
条
に

２０

「
天
皇
御
紫
宸
殿
、
賜
宴
群
臣
、
大
歌
五
節
舞
如
常
、
宴
畢
、
賜
禄
各
有
差
」〔
と
も

に
『
日
本
三
代
実
録
』〕
と
あ
る
よ
う
に
、
新
嘗
祭
や
豊
明
節
会
の
直
前
に
当
た
っ
て

い
る
。
９
社
の
う
ち
賀
茂
御
祖
別
雷
両
社
・
松
尾
社
・
稲
荷
社
・
平
野
社
・
梅
宮
社
・

春
日
社
の
７
社
は
、
新
嘗
祭
の
班
幣
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
社
で
あ
る
。
石
清
水
社

は
勧
請
直
後
で
あ
り
、
大
原
野
祭
は
四
時
祭
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
重
要
社
で
あ

る
の
で
、
７
社
に
準
じ
て
新
鋳
銭
が
奉
納
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
伊
勢
大
神
宮
へ
の
新
鋳
銭
の
奉
納
は
、
本
来
は
９
月
任
命
の
奉
幣
伊
勢
大
神

宮
使
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
の
で
、
神
嘗
祭
の
直
前
に
奉
納
さ
れ
る
予

定
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
触
穢
の
た
め
に　

月
８
日
に
使
者
が
派
遣
さ

１１

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
出
発
ま
で
の
準
備
と
輸
送
の
所
用
日
数
を
考
慮

す
る
と
、
新
嘗
祭
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
貞
観
永
宝
の
場
合
、
新
嘗
祭
や
そ
れ
と
連
動
す
る
神
嘗
祭
と

新
鋳
銭
の
奉
納
と
が
、
何
ら
か
の
関
係
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
予
測
さ
せ

る
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
宗
像
神
な
ど
に
新
鋳
銭
を
た
て
ま
つ
っ
た
際
の
告

文
で
あ
る
。

（
６
） 

天
皇
我
詔
旨
止
、
宗
像
神
乃
前
尓
申
賜
倍
止
申
久
、
依
年
序
漸
積
貨
幣
已
賎
天
、

改
饒
益
神
宝
為
貞
観
永
宝
、
常
乃

鋳
銭
司
路
遠
妨
多
尓

依
天
、
加
太
部
加
太

部
於
山
城
国
葛
野
郡
天
令
鋳
作
、
今
神
社
件
鋳
銭
所
尓
近
久
坐
須
、
仍
所
鋳
作

之 
早
穂 
廿
文
乎
左
馬
助
従
五
位
下
多
治
真
人
藤
吉
乎
差
使
天
令
捧
持
天
奉
出
賜

ハ

ツ

ホ

布
、
此
状
乎
聞
食
天
、
国
家
平
安
志
天
、
貨
幣
豊
足
之
米
賜
倍
止
申
賜
波
久
止
申
、

　

こ
の
告
文
は
宗
像
神
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
要
約
す
る
と
、

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
イ
） 

時
間
が
経
過
し
た
こ
と
に
よ
り
貨
幣
が
賤
し
く
な
っ
た
の
で
、
饒
益
神

宝
を
貞
観
永
宝
に
改
め
た
。

（
ロ
） 

常
の
鋳
銭
司
は
遠
方
で
妨
げ
が
多
い
の
で
、
山
城
国
葛
野
郡
に
お
い
て

鋳
作
さ
せ
た
。
宗
像
神
は
鋳
銭
所
の
近
く
に
鎮
座
し
て
い
る
。

（
ハ
） 

そ
こ
で
、
鋳
作
し
た 
早
穂 
二
〇
文
を
奉
る
。

ハ

ツ

ホ

（
ニ
） 

こ
の
状
を
お
聞
き
に
な
っ
て
、
国
家
を
平
安
に
し
、
貨
幣
豊
に
足
ら
し

め
賜
え
。

　

こ
れ
に
続
け
て
、『
日
本
三
代
実
録
』
に
は
堰
神
に
対
す
る
告
文
も
収
録
さ
れ
て

い
る
。
両
者
を
比
較
す
る
と
、
奉
ら
れ
た
銭
の
文
数
が　

文
に
対
し
て　

文
と
異
な

２０

１５

る
だ
け
で
、
そ
の
他
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
櫟
谷
、
清
水
、
小
社
神

告
文
准
此
」
と
あ
る
の
で
、
堰
、
櫟
谷
、
清
水
、
小
社
の
４
神
の
告
文
は
同
文
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
奉
納
の
銭
数
の
違
い
か
ら
見
て
、
宗
像
神
が
５
神
の
中
で
主

な
神
で
あ
る
か
、
ま
た
は
鋳
銭
所
に
も
っ
と
も
関
わ
り
の
深
い
神
で
あ
っ
た
と
み
ら

れ
る
。

　

新
鋳
の
貞
観
銭
は
、
伊
勢
大
神
宮
や
賀
茂
御
祖
別
雷
両
社
以
下
の
諸
社
に
も
奉
納

さ
れ
た
。
そ
の
際
の
告
文
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、『
日
本
三
代
実
録
』
に
は
収
録

さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
左
記
の
告
文
の
（
ロ
）
以
外
は
、
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。

　

さ
て
、
宗
像
神
以
下
の
諸
神
に
新
鋳
銭
を
た
て
ま
つ
る
告
文
で
、
特
に
注
目
さ
れ

る
の
は
、（
ハ
）
の
よ
う
に
、
新
鋳
銭
を
「 
早
穂 
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ハ

ツ

ホ

こ
の
「
ハ
ツ
ホ
」
と
い
う
傍
訓
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
の
凡
例
に
よ
る
と
、
底
本

（
書
陵
部
蔵
谷
森
健
男
氏
旧
蔵
本
）
に
は
な
く
、
寛
文
一
三
年
（
一
六
七
三
）
版
の

松
下
見
林
校
印
本
に
よ
る
ら
し
い
。

　
「
早
穂
」
と
は
、
字
義
か
ら
、
そ
の
年
の
早
い
収
穫
物
の
こ
と
で
、
新
穀
と
理
解

し
て
よ
か
ろ
う
。
一
方
「
ハ
ツ
ホ
」
と
は
、『
岩
波
古
語
辞
典
』
に
よ
る
と
、
①
そ

の
年
最
初
に
み
の
っ
た
穀
物
な
ど
で
、
ま
ず
神
社
や
朝
廷
に
た
て
ま
つ
る
も
の
、
②

お
供
え
と
し
て
神
仏
に
奉
る
米
穀
、
金
銭
な
ど
、
と
さ
れ
て
い
る
。
同
辞
典
は
、
②

の
用
例
と
し
て
本
条
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
早
穂
」
を
「
ハ
ツ
ホ
」
と
訓
ん

で
い
る
こ
と
に
な
る
。
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以
上
に
よ
る
と
、
新
た
に
発
行
す
る
こ
と
が
決
ま
り
、
鋳
銭
司
・
鋳
銭
所
で
は
じ

め
て
鋳
造
さ
れ
進
上
さ
れ
た
貞
観
永
宝
は
、「 
早
穂 
」
と
認
識
さ
れ
、
そ
の
年
の
新

ハ

ツ

ホ

嘗
祭
や
神
嘗
祭
の
直
前
に
諸
神
に
奉
納
さ
れ
た
か
、
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
新
鋳
さ
れ
た
貞
観
永
宝
は
、
新
嘗
祭
や
神
嘗
祭
に
お
い
て
、
神
嘉
殿

や
伊
勢
大
神
宮
に
ハ
ツ
ホ
と
し
て
供
え
ら
れ
、
諸
社
・
諸
神
に
も
供
え
ら
れ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
奉
納
と
と
も
に
、
皇
族
・
臣
下
に
も
貞
観
永
宝
の
新
鋳
銭
が

提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
新
鋳
銭
が
ハ
ツ
ホ
と

意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
王
権
か
ら
の
ハ
ツ
ホ
の
分
与
と
し
て
理
解

で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
、
貞
観
永
宝
の
新
鋳
銭
に
お
い
て
お
さ
え
る
こ
と
の
で
き
た
諸
点
、
す
な
わ

ち
諸
神
・
諸
社
に
奉
納
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
が
新
嘗
祭
と
関
連
す
る
ら
し
い
こ
と
、

皇
族
・
官
人
た
ち
に
賜
与
さ
れ
た
こ
と
な
ど
は
、
他
の
銭
貨
の
新
鋳
銭
の
場
合
に
も

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
他
の
銭
貨
の
新
鋳
銭
の
場
合
、
貞
観
永
宝
に

は
な
い
側
面
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
に
検
討
す

る
こ
と
と
し
た
い
。

笆
新
銭
の
奉
納
・
賜
給

　

貞
観
永
宝
以
外
の
新
鋳
銭
は
、
ど
の
よ
う
に
提
供
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
新
銭

発
行
の
詔
勅
が
出
さ
れ
た
前
後
の
時
期
に
注
目
し
て
検
討
し
た
い
。

和
同
開
珎

　

和
同
開
珎
の
銀
銭
と
銅
銭
は
、
和
銅
元
年
（
７
０
８
）
の
５
月
と
８
月
に
発
行
さ

れ
た
が
、
そ
の
新
鋳
銭
の
提
供
に
関
す
る
記
事
は
『
続
日
本
紀
』
そ
の
他
に
は
な
い
。

万
年
通
宝
・
大
平
元
宝
・
開
基
勝
宝

　

天
平
宝
字
４
年
（
７
６
０
）
３
月　

日
に
発
行
の
勅
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
つ

１６

ぎ
の
記
事
が
『
続
日
本
紀
』
に
み
え
る
。

（
７
） 
（
８
月
）
己
卯
（　

日
）、
賜
新
京
諸
大
小
寺
、
及
僧
綱
大
尼
、
諸
神
主
、

２２

百
官
主
典
已
上
新
銭
、
各
有
差
、　
 

〔『
続
日
本
紀
』〕

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
約
５
ヶ
月
後
の
８
月　

日
に
、
新
京
の
大
小
の
諸
寺
や
僧
綱
・

２２

大
尼
、
諸
神
主
、
主
典
以
上
の
官
人
に
新
銭
を
「
賜
」
っ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ

る
。
お
そ
ら
く
こ
の
こ
ろ
に
新
銭
が
で
き
あ
が
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
場
合
注
意
す
べ
き
は
、
支
給
対
象
の
な
か
に
神
主
が
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
新
銭
が
「
奉
」
ら
れ
た
の
で
は
な
く
「
賜
」
っ
て
い

る
点
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
こ
と
は
、
新
銭
が
神
に
奉
納
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

個
々
の
神
主
に
対
し
て
支
給
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
万
年
通
宝
そ
の
他
の
新
鋳
銭
は
、
寺
院
・
僧
尼
、
臣
下
や
神
主
に

賜
与
さ
れ
た
が
、
神
に
奉
納
す
る
記
事
は
『
続
日
本
紀
』
そ
の
他
に
は
見
え
な
い
の

で
あ
る
。
ま
た
、
新
嘗
祭
と
の
関
係
を
示
す
史
料
も
な
い
。

神
功
開
宝

　

天
平
神
護
元
年
（
７
６
５
）
９
月
８
日
に
新
銭
の
発
行
が
決
定
さ
れ
た
が
、『
続

日
本
紀
』
そ
の
他
に
は
、
新
鋳
銭
の
提
供
記
事
は
な
い
。

隆
平
永
宝

（
８
） 
（
延
暦　

年　

月
）
乙
未
（
８
日
）、（
発
行
詔
）

１５

１１

（
９
） 

辛
丑
（　

日
）、
始
用
新
銭
、
奉
伊
勢
神
宮
、
賀
茂
上
下
二
社
、
松
尾
社
、

１４

亦
施
七
大
寺
及
野
寺
、
賜
皇
太
子
親
王
已
下
職
事
正
六
位
已
上
、
僧
都
律
師

等
各
有
差
、　
 

〔
以
上
『
日
本
後
紀
』〕

　

延
暦　

年
（
７
９
６
）　

月
８
日
に
隆
平
永
宝
発
行
の
詔
が
出
さ
れ
た
が
（
８
）、

１５

１１

［提供から見た銭貨の呪力］……栄原永遠男
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そ
の
わ
ず
か
６
日
後
の　

月　

日
（
辛
丑
）
に
は
、
始
め
て
「
新
銭
」
が
伊
勢
神

１１

１４

宮
・
賀
茂
上
下
二
社
・
松
尾
社
な
ど
の
諸
社
に
「
奉
」
ら
れ
、
七
大
寺
・
野
寺
に

「
施
」
さ
れ
、
皇
太
子
・
親
王
以
下
、
職
事
の
正
六
位
以
上
の
も
の
と
、
僧
都
・
律
師

ら
に
「
賜
」
っ
て
い
る
（
９
）。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
発
行
詔
の
直
後
に
新
鋳
銭
が
提
供
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
発
行
詔

が
出
さ
れ
た
時
点
で
は
、
す
で
に
新
鋳
銭
は
鋳
銭
司
か
ら
中
央
に
進
上
さ
れ
て
い
た

は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
隆
平
永
宝
発
行
の
動
き
は
、
少
な
く
と
も
前
年
ご
ろ

に
始
ま
っ
た
と
み
て
お
く
必
要
が
あ

�
発
行
詔
と
鋳
銭
司
か
ら
の
新
鋳
銭
の
進
上

と
の
関
係
は
、
隆
平
永
宝
の
場
合
、
他
の
銭
貨
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も

か
く
、
新
鋳
銭
は
諸
神
社
に
奉
納
さ
れ
、
寺
院
や
僧
、
皇
族
・
臣
下
に
賜
施
さ
れ
て

い
る
。

　
『
日
本
後
紀
』
に
よ
る
と
、（
９
）
の
３
日
後
の　

月　

日
（
甲
辰
）
に
、
群
臣
を

１１

１７

宴
し
そ
れ
ぞ
れ
帛
を
賜
っ
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
こ
の
宴
は
、
そ
の
時
期
や
辰
の

日
の
宴
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
、
豊
明
節
会
で
あ
ろ
う
か
ら
、
前
日
の　

月　

日

１１

１６

（
癸
卯
）
に
は
、『
日
本
後
紀
』
に
は
記
載
が
な
い
が
、
新
嘗
祭
が
お
こ
な
わ
れ
た
と

見
て
よ

�
貞
観
永
宝
の
場
合
と
比
較
す
る
と
、
新
嘗
祭
の
直
前
に
新
鋳
銭
を
伊
勢

神
宮
以
下
の
諸
社
に
奉
納
す
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
そ
う

す
る
と
、
こ
の
場
合
の
隆
平
永
宝
も
、
ハ
ツ
ホ
と
認
識
さ
れ
て
新
嘗
祭
に
お
い
て
神

に
供
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
新
嘗
祭
の
班
幣
に
準
じ
て
伊
勢
神
宮
以
下
の
神
々
に
も

奉
納
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

富
寿
神
宝

　
『
日
本
後
紀
』
が
欠
け
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
、『
日
本
紀
略
』『
類
聚
国
史
』

そ
の
他
に
は
新
鋳
銭
の
提
供
に
関
す
る
記
事
は
な
い
。

承
和
昌
宝

（　

） 
（
承
和
２
年
正
月
）
戊
辰
（　

日
）、（
発
行
詔
）　
　
　
　
〔『
続
日
本
後
紀
』〕

１０

２２
（
１
）

る
。

（
２
）

い
。

（　

） 
（　

月
）
甲
午
（　

日
）
令
大
蔵
省
進
新
銭
、
分
賜
見
参
親
王
以
下
五
位

１１

１０

２３

以
上
、
又
奉
嵯
峨
淳
和
両
院
各
十
万
文
、
賜
皇
太
子
二
万
文
、

（　

） 
（　

月
）
己
亥
（　

日
）
勅
、
以
新
銭
四
万
文
、
分
之
供
施
京
城
及
平
城

１２

１０

２８

有
名
之
寺
仏
僧
、
毎
寺
内
舎
人
為
使
、　
 

〔
以
上
『
日
本
紀
略
』〕

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
承
和
２
年
（
８
３
５
）
正
月　

日
に
発
行
詔
が
出
さ
れ
た
（　

）

２２

１０

あ
と
、　

月　

日
に
大
蔵
省
か
ら
新
銭
を
提
出
さ
せ
て
い
る
の
で
（　

）、
こ
の
こ

１０

２３

１１

ろ
ま
で
に
新
鋳
銭
が
鋳
銭
司
か
ら
中
央
に
進
上
さ
れ
て
き
て
い
た
の
で
あ
ろ
�

　
『
続
日
本
後
紀
』『
日
本
紀
略
』
に
は
、
神
・
神
社
に
対
す
る
新
鋳
銭
の
奉
納
記
事

は
な
い
が
、
皇
族
・
官
人
・
皇
太
子
へ
賜
銭
さ
れ
、
さ
ら
に
嵯
峨
院
・
淳
和
院
へ
奉

納
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
平
安
京
・
平
城
京
の
仏
へ
の
供
銭
、
僧
へ
の
施
銭
の

記
事
が
見
え
る
（　

）。
し
か
し
、
新
嘗
祭
と
新
鋳
銭
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
史
料

１２

は
見
あ
た
ら
な
い
。

長
年
大
宝

（　

） 
（
嘉
祥
元
年
９
月
）
乙
亥
（　

日
）、（
発
行
詔
）

１３

１９

（　

） 
（
同
２
年　

月
）
癸
卯
（　

日
）、
嵯
峨
大
皇
太
后
遣
使
奉
賀
天
皇
�
宝
�

１４

１０

２３

也
、（
中
略
）
是
日
、
大
皇
太
后
復
以
銭
五
十
万
、
賑
恤
京
中
飢
民
、
又
以

新
銭
四
十
貫
文
、
誦
経
七
大
寺
及
梵
釈
・
崇
福
・
延
暦
等
寺
、
為
復
祈
冥
翊

也
、

　

長
年
大
宝
の
場
合
、
嘉
祥
元
年
（
８
４
８
）
９
月　

日
に
発
行
の
詔
が
出
さ
れ
た

１９

後
（　

）、
新
鋳
銭
が
い
つ
ご
ろ
鋳
銭
司
か
ら
進
上
さ
れ
て
き
た
の
か
明
ら
か
で
な

１３

い
。
し
か
し
、
新
銭
発
行
の
指
示
を
受
け
た
鋳
銭
司
が
、
そ
の
新
鋳
銭
を
中
央
に
進

上
す
る
に
は
、
あ
る
程
度
の
時
間
を
要
し
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
約
２
ヶ
月
後
の
こ

の
年
の
新
嘗
祭
に
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

約
１
年
後
の
同
２
年　

月
、
嵯
峨
大
皇
太
后
（
橘
嘉
智
子
）
が
仁
明
天
皇
の　

歳

１０

４０

の
祝
い
を
す
る
と
と
も
に
、
銭
を
京
中
の
飢
民
に
賑
恤
し
、
新
銭
で
も
っ
て
七
大
寺

以
下
の
諸
寺
に
誦
経
さ
せ
て
い
る
（　

）。
こ
の
場
合
、
前
者
で
は
「
銭
五
十
万
」

１４

（
３
）

う
。
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（
５
０
０
貫
文
）
が
使
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
「
新
銭
四
十
貫
文
」
が
充

て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
「
銭
」
と
「
新
銭
」
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。「
新
銭
」
は
当
時
の
最
新
の
銭
種
で
あ
る
長
年
大
宝
を
さ
し
、「
銭
」
は

そ
れ
以
前
の
銭
貨
を
さ
す
と
見
る
の
が
よ
か
ろ
う
。

　

こ
の
「
新
銭
」
は
、
上
に
見
た
貞
観
永
宝
、
承
和
昌
宝
や
、
後
述
す
る
饒
益
神
宝
、

乾
元
大
宝
な
ど
の
例
か
ら
す
る
と
、
も
と
を
た
だ
せ
ば
天
皇
か
ら
嵯
峨
大
皇
太
后
に

進
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
新
嘗
祭
と
新
銭
の
関
係
に
関
す
る
史
料
は
な

い
。

饒
益
神
宝

　

饒
益
神
宝
の
場
合
、
清
和
天
皇
の
即
位
の
す
ぐ
後
の
貞
観
元
年
（
８
５
９
）
４
月

　

日
に
発
行
が
決
め
ら
れ
た
の
で
、
大
嘗
祭
と
関
係
に
注
意
し
な
が
ら
見
て
い
き
た

２８い
。（　

） 
（
貞
観
元
年
４
月
）
廿
八
日
癸
丑
、（
饒
益
神
宝
発
行
の
詔
）

１５
（　

） 
（　

月
）
廿
八
日
庚
戌
、（
中
略
）
是
日
、
鋳
銭
司
進
新
鋳
銭
、
奉
諸
名
神

１６

１０

社
并
諸
山
陵
、
及
頒
賜
親
王
已　

下
各
有
差
、　
 
〔
以
上
『
日
本
三
代
実
録
』〕

　

ま
ず
貞
観
元
年
４
月　

日
（
庚
子
）
に
、
神
鐵
官
の
卜
に
よ
っ
て
悠
紀
・
主
基
の

１５

国
郡
が
定
め
ら
れ
た
。
つ
い
で
、
４
月　

日
（
癸
丑
）
に
饒
益
神
宝
発
行
の
詔
が
出

２８

さ
れ
て
い
る
（　

）。

１５

　

９
月
に
入
る
と
、
３
日
（
乙
卯
）
に
は
、
大
嘗
会
の
事
あ
る
に
よ
っ
て
御
燈
潔
斎

が
停
め
ら
れ
、　

日
（
壬
戌
）
に
は
、
大
嘗
会
の
こ
と
を
行
う
た
め
に
朱
雀
門
前
で

１０

大
祓
が
行
わ
れ
、　

日
（
癸
酉
）
に
は
大
嘗
会
御
禊
装
束
及
鹵
簿
次
第
等
使
が
任
じ

２１

ら
れ
て
い
る
。　

日
（
壬
午
）
に
は
、
大
嘗
会
が
近
づ
い
た
と
し
て
八
省
院
の
東
廊

３０

で
大
祓
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に　

月　

日
（
丁
酉
）
に
は
、
大
嘗
祭
が
あ
る
た
め
に

１０

１５

神
鐵
官
が
羅
城
門
前
に
お
い
て
祭
事
を
修
め
、
同　

日
（
癸
卯
）
に
は
大
嘗
会
に
備

２１

え
て
鴨
水
（
鴨
川
）
に
行
幸
し
て
禊
を
修
め
て
い
る
。

　

以
上
の
経
過
を
へ
て
、　

月　

日
（
庚
戌
）
に
至
っ
て
、
鋳
銭
司
か
ら
新
鋳
銭
が

１０

２８

進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
同
日
、
こ
の
新
鋳
銭
は
「
諸
名
神
社
」
や
「
諸
山

陵
」
に
「
奉
」
ら
れ
、「
親
王
已
下
」
に
「
頒
賜
」
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（　

）。

１６

　
　

月　

日
（
丁
卯
）
に
、
清
和
天
皇
は
朝
堂
院
の
斎
殿
に
幸
し
、
親
し
く
大
嘗
祭

１１

１６

を
奉
っ
て
い
る
。
さ
ら
に　

日
（
戊
辰
）
に
は
豊
楽
院
に
幸
し
、
豊
明
の
宴
を
群
臣

１７

に
賜
わ
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
経
過
に
よ
る
と
、
大
嘗
祭
の
直
前
に
「
諸
名
神
社
」「
諸
山
陵
」
に
新
鋳

銭
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
貞
観
永
宝
・
隆
平
永
宝
の
場
合
は
新
嘗
祭

と
の
関
係
が
密
で
あ
っ
た
が
、
饒
益
神
宝
も
ハ
ツ
ホ
と
し
て
大
嘗
祭
に
供
え
ら
れ
た

と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

寛
平
大
宝

　

六
国
史
の
あ
と
の
時
代
に
当
た
り
、『
日
本
紀
略
』
そ
の
他
に
は
新
鋳
銭
の
提
供

記
事
は
見
あ
た
ら
な
い
。

延
喜
通
宝

（　

） 
（
延
喜
７
年
）
十
一
月
三
日
、
詔
改
寛
平
大
宝
銭
貨
、
為
延
喜
通
宝
、
一

１７

以
当
旧
之
十
、
新
与
旧
並
令
通
用
之
、　
 

〔『
日
本
紀
略
』〕

（　

） 
（
延
喜
８
年　

月
）
廿
六
日
、
甲
午
、
有
新
銭
見
参
事
、

１８

１１

 

 

〔『
貞
信
公
記
抄
』〕

（　

） 

延
喜
八
年
十
一
月
廿
六
日
、
左
大
臣
令
奏
、
鋳
銭
司
所
進
新
銭
、
依
例
可

１９

班
仏
神
事
云
々
、
奉
仁
和
寺
陽
成
院
各
五
万
文
、
以
左
右
近
少
将
給
、
東
宮

二
万
、
親
王
以
下
、
外
五
位
以
上
取
   

見
参
、
左
近
陣
頭
給
之
、
未
得
解
由
着
   

依 

者

預
之
、
殿
上
及
女
官
、
在
宮
中
諸
司
所
々
諸
陣
、
取
見
参
後
日
給
、（
下
略
）

（　

） 

廿
八
日
、
左
大
臣
令
申
前
后
、
家
   

静
可
授
奉
二
万
文
、

寂

２０
（　

） 

一
日
承
僧
綱
可
給
銭
状
、

�　
僧
都
准
四
位
、
律
師

准
五
位
、
仰
丞

２１

依
請
、

�

（　

） 

十
二
月
十
一
日
、
奉
諸
社
新
銭
、
伊
勢
料
付
月
次
祭
使
、
自
余
差
大
中
臣

２２

僧
都
一
人
、

律
師
二
人
、

依
仁
和
寺
御
消

息
所
給
也
、
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人
奉
之
、
中
納
言
堪
朝
臣
奉
宣
命
、
此
銭
去
月
廿
六
日
取
其
料
、
即
神
鐵
官

以
此
日
奉
之
、
前
例
奉
伊
勢
時
、
或
付
日
次

    

使
、
或　
　
　

官
参
向
時
使

月
カ

云
々
、

（　

） 

十
三
日
、
班
新
銭
七
大
寺
云
々
、

２３
 

（
十
二
月
十
三
日
、
奉
新
銭
於
諸
寺
、『
日
本
紀
略
』）

（　

） 

十
四
日
、
給
僧
正
聖
宝
、
仰
云
、

２４
（　

） 

廿
七
日
、
以
蔵
人
所
新
銭
給
童
親
王
等
、

�

２５
（　

） 

又
差
蔵
人
所
雑
色
、
給
大
学
・
勧
学
・
奘
学
院
等
、

�　
此
依

２６

前
例
、

（　

） 

九
日
、
左
少
弁　

善
奏
、
去
十
三
日
、
諸
寺 � 新
銭
、

２７

 

 

〔
以
上
『
西
宮
記
』
臨
時
一
裏
書
〕

　

以
上
に
よ
る
と
、
延
喜
７
年
（
９
０
７
）　

月
３
日
に
延
喜
通
宝
発
行
の
詔
が
出

１１

さ
れ
た
が
（　

）、
鋳
銭
司
か
ら
新
鋳
銭
が
中
央
に
進
上
さ
れ
て
き
た
の
は
、
翌
８

１７

年　

月　

日
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
っ
た
（　

）。
こ
の
新
鋳
銭
は
、
同
日
、
仏
神
事
の

１１

２６

１８

た
め
に
班
た
れ
る
と
と
も
に
、
仁
和
寺
（
宇
多
法
皇
）
と
陽
成
院
に
奉
納
さ
れ
、
東

宮
や
親
王
以
下
外
五
位
以
上
の
見
参
者
、
殿
上
・
女
官
に
も
支
給
さ
れ
た
（　

）。

１９

ま
た　

月
１
日
に
は
僧
綱
に
支
給
さ
れ
て
い
る
（　

）。
同　

日
に
は
諸
社
に
奉
納

１２

２１

１１

さ
れ
（　

）、
同　

日
に
は
諸
寺
に
班
た

�　

）、
同　

日
に
は
童
親
王
に
支
給
さ

２２

１３

２３

２７

れ
（　

）、
さ
ら
に
大
学
以
下
に
支
給
さ
れ
て
い
る
（　

）。

２５

２６

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
中
央
に
進
上
さ
れ
て
き
た
新
鋳
銭
は
、
そ
の
す
ぐ
後
に
諸
神
社

に
奉
納
さ
れ
、
皇
族
・
臣
下
・
大
学
に
支
給
さ
れ
、
諸
寺
に
班
た
れ
、
僧
に
給
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

し
か
し
、
鋳
銭
司
か
ら
の
新
鋳
銭
の
中
央
へ
の
進
上
は
、
延
喜
８
年
の
新
嘗
祭

（　

月　

日
）
の
直
後
で
あ
っ
た
。
ま
た
延
喜
９
年
の
新
嘗
祭
（　

月　

日
）
と
新

１１

２３

１１

２３

鋳
銭
と
の
関
係
を
示
す
史
料
は
見
あ
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
延
喜
通
宝
の
場
合
、

新
鋳
銭
と
新
嘗
祭
と
の
関
係
を
う
か
が
う
史
料
は
な
い
。

男
女
合
十
一
人
、

各
四
千
文
、

大
学
二
千
、
勧
学
・

奘
学
院
各
一
千
文
、

（
４
）

れ
（

乾
元
大
宝

（　

） 
（
天
徳
２
年
３
月
）
廿
五
日
、
改
銭
詔
書
奏
聞
、
大
内
記  
俊  
生
朝
臣
作
之
、

〔
後
〕

２８

銭
文
云
、
乾
元
大
宝
、
参
議
維
時
卿
勘
申
、
詔
書
奏
聞
後
、
給
中
務
丞
惟
慶
、

（
廿
五
日
、
改
銭
貨
文
延
喜
通
宝
、
為
乾
元
大
宝
、『
日
本
紀
略
』）

（　

） 

廿
八
日
、
可
新
銭
鋳
進
数
、
并  
鉛  
銭
、  
宜  
可
申
者
、
而
依
公
卿
乏
参
、

〔
給
〕 

〔
定
〕

２９

不
能
定
奏
、

（　

） 
（
４
月
）
八
日
、
御
潅
仏
了
後
著
陣
座
、
召
因
幡
介
長
連
広
兼
・
図
書
允

３０

阿
保
懐
之
、
令
書
銭
文
、
奏
聞
、
当
時
能
書
者
道
風
朝
臣
・
文
正
等
也
、
道

風
称
目
暗
由
、
文
正
触
穢
、
仍
定
件
両
人
奏
聞
、
以
懐
之
為
勝
、

　
　
（
八
日
己
未
、（
中
略
）、
今
日
、
右
大
臣
於
仗
座
仰
外
記
、
令
因
幡
介
広
兼
・

図
書
允
阿
保
懐
之
、
令
書
新
銭
文
、
但
被
用
懐
之
字
様
、
抑
当
時
能
書
、
木

工
頭
道
風
朝
臣
・
大
内
記
藤
原
文
正
也
、
道
風
眼
暗
不
堪
細
字
、
文
正
触
穢
、

仍
懐
之
書
銭
文
、『
日
本
紀
略
』）

（　

） 

十
二
日
、
給
鋳
銭
司
改
銭
官
符
事
、

３１
（　

） 
（
天
暦
３
年
２
月
）
廿
七
日
、
積
新
銭
之
船
事
、

３２
（　

） 
（
４
月
）
五
日
庚
辰
、
賜
新
銭
於
親
王
以
下
諸
司
官
人
以
上
、
天
皇
并
中

３３

宮
東
宮
奉
之
、
親
王
以
下
於
軒
廊
南
給
之
、　
 

〔『
日
本
紀
略
』〕

（　

） 

七
日
壬
午
、
奉
新
銭
於
諸
社
諸
寺
使
、
可
差
進
之
由
、
仰
神
鐵
官
中
務
省
、

３４
　
 

〔『
日
本
紀
略
』〕

（　

） 

四
月
八
日
、
潅
仏
、
布
施
銭
依
寛
平
例
進
古
銭
、
是
中
将
説
也
、

３５
（　

） 

十
七
日
壬
辰
、
奉
新
銭
於
伊
勢
大
神
宮
以
下
十
一
社
、
以
神
鐵
官
人
為
使
、

３６
　
 

〔『
日
本
紀
略
』〕

　
（
十
七
日
、
新
銭
奉
遣
諸
社
事
、『
九
暦
抄
』）

　
 

　
 

〔
以
上
、『
日
本
紀
略
』
以
外
は
す
べ
て
『
九
暦
抄
』〕

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
天
徳
２
年
（
９
５
８
）
３
月　

日
に
銭
貨
文
の
延
喜
通
宝
を
あ

２５

ら
た
め
て
乾
元
大
宝
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
（　

）。
そ
れ
を
う
け
て
４
月
８

２８
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日
に
長
連
広
兼
と
阿
保
懐
之
の
二
人
に
新
銭
文
を
書
か
せ
、
後
者
の
字
様
が
用
い
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ

�　

）。
こ
の
時
点
で
銭
文
の
筆
者
が
決
ま
り
、
４
月　

日
に

３０

１２

鋳
銭
司
に
改
銭
の
官
符
を
給
っ
て
い

�　

）。
こ
れ
は
、
新
銭
の
鋳
造
開
始
を
命

３１

じ
た
措
置
で
あ
ろ
う
か
ら
、
鋳
銭
司
が
新
鋳
銭
の
製
造
に
取
り
か
か
っ
た
の
は
そ
れ

以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
新
鋳
銭
を
積
ん
だ
船
が
よ
う
や
く
到
着
し
た

の
は
、
翌
天
徳
３
年
２
月　

日
の
こ
と
で
あ
っ
た
ら
し
い
（　

）。
し
た
が
っ
て
、

２７

３２

天
徳
２
年
の
新
嘗
祭
（　

月　

日
）
に
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
。

１１

２１

　

そ
の
後
、
天
徳
３
年
４
月
５
日
に
は
、
親
王
以
下
諸
司
官
人
に
対
し
て
新
銭
を

賜
っ
て
い
る
（　

）。
こ
の
場
合
、
賜
っ
た
新
銭
が
、
天
皇
・
中
宮
・
東
宮
か
ら
出
さ

３３

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
中
宮
・
東
宮
か
ら
出
さ
れ
た
新
銭
は
、
天

皇
か
ら
賜
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
４
月　

日
に
は
伊
勢
大
神
宮
以
下　

社
に
新

１７

１１

銭
が
奉
ら
れ
て
い
る
（　

）。
こ
の
間
、
４
月
８
日
の
潅
仏
に
は
銭
貨
が
使
用
さ
れ

３６

た
ら
し
い
が
、
そ
れ
に
は
古
銭
が
用
い
ら
れ
た
（　

）
と
い
う
。
こ
の
年
の
新
嘗
祭

３５

は
、　

月　

日
に
行
わ
れ
た
が
、
銭
貨
と
の
関
係
を
示
す
史
料
は
な
く
、
新
鋳
銭
と

１１

１４

新
嘗
祭
と
の
直
接
的
な
関
連
は
認
め
ら
れ
な
い
。

小
結

　

以
上
、
新
た
に
発
行
さ
れ
た
新
鋳
銭
の
提
供
先
に
焦
点
を
あ
て
つ
つ
検
討
し
て
き

た
。
そ
の
結
果
を
整
理
す
る
と
、
表
２
の
よ
う
に
な
る
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
新
鋳
銭
は
、
各
銭
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
総
合
す
る

と
、
神
・
神
社
・
山
陵
、
神
主
、
皇
族
・
臣
下
、
仏
・
寺
院
、
僧
尼
な
ど
に
提
供
さ

れ
た
。
そ
れ
は
、
新
鋳
銭
が
鋳
銭
司
か
ら
中
央
に
進
上
さ
れ
て
く
る
と
、
た
だ
ち
に

行
わ
れ
て
い

�
そ
の
場
合
、
六
国
史
で
は
、
神
・
神
社
・
山
陵
す
な
わ
ち
天
皇
霊

に
対
し
て
は
「
奉
」
じ
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
そ
れ
以
外
の
皇
族
・
臣
下
、
仏
・
寺

院
な
ど
に
つ
い
て
は
「
賜
」「
給
」「
施
」「
班
」「
供
」
さ
れ
て
お
り
、
両
者
は
明
確

に
区
別
さ
れ
て
い
�

　

神
・
神
社
や
天
皇
霊
に
新
鋳
銭
を
「
奉
」
る
事
例
は
、
表
１
の
よ
う
に
六
国
史
で

（
５
）

た
（

（
６
）

る
（

（
７
）

る
。（

８
）

る
。

［提供から見た銭貨の呪力］……栄原永遠男

表2　新鋳銭の提供

僧尼への賜施
仏・寺院への
賜施班供

皇族臣下への
賜給施

神主への賜
新嘗祭・大嘗
祭との関係

神・神社・
山陵への奉

銭　名

──────和同開珎

○○○○万年通宝他

──────神功開宝

○○○○○隆平永宝

──────富寿神宝

○○○承和昌宝

○○長年大宝

○○○饒益神宝

○○○貞観永宝

──────寛平大宝

○○○○延喜通宝

○○○乾元大宝
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は
３
例
あ

�
そ
れ
は
、
隆
平
永
宝
・
饒
益
神
宝
・
貞
観
永
宝
の
発
行
直
後
の
こ
と

で
、
す
べ
て
新
銭
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
３
例
は
、
い
ず
れ
も
新
嘗

祭
に
ハ
ツ
ホ
と
し
て
神
に
供
え
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

延
喜
通
宝
・
乾
元
大
宝
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
神
社
へ
奉
納
さ
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
新
嘗
祭
と
関
連
す
る
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
違
い
が
生
じ
た
の
は
、
新
鋳
銭
が
鋳
銭
司
か
ら
中
央
へ
進
上
さ
れ
て

く
る
時
期
が
関
係
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
新
種
の
銭
貨
の
発
行
が
決
め

ら
れ
た
時
に
直
近
の
新
嘗
祭
に
間
に
合
え
ば
、
新
嘗
祭
も
し
く
は
大
嘗
祭
に
供
え
ら

れ
た
。
し
か
し
間
に
合
わ
な
け
れ
ば
、
も
は
や
供
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
に
よ
る
と
、
新
鋳
銭
を
ハ
ツ
ホ
と
し
て
神
に
奉
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
史
料
で
確
認
で
き
る
銭
貨
に
つ
い
て
は
、
み
な
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
機
会
が
新
嘗
祭
の
時
で
あ
る
か
否
か
は
、
新
銭
の
鋳
造
の
事
情
に
左
右
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
意
識
的
に
追
究
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
新
嘗
祭
に
間
に
合
え
ば
、

そ
れ
に
あ
わ
せ
て
神
に
奉
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
間
に
合
わ
な
け

れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
差
し
支
え
な
か
っ
た
。

笳
銭
貨
＝
ハ
ツ
ホ
の
根
拠

　

前
節
で
は
、
新
鋳
銭
が
ハ
ツ
ホ
と
し
て
神
に
奉
ら
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し

た
。
そ
こ
で
本
節
で
は
そ
れ
を
受
け
て
、
新
鋳
銭
は
な
ぜ
ハ
ツ
ホ
と
し
て
意
識
さ
れ

え
た
の
か
、
ま
た
ハ
ツ
ホ
と
し
て
意
識
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

ハ
ツ
ホ
に
つ
い
て
は
、
従
来
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た

�
そ
の
中
で
吉
村

武
彦
が
、
食
国
の
政
・
山
海
の
政
と
関
わ
ら
せ
て
、
新
穀
や
山
海
の
産
物
が
ハ
ツ
ホ

と
し
て
服
属
者
か
ら
貢
納
さ
れ
、
支
配
者
た
る
王
・
天
皇
が
受
け
取
っ
た
、
そ
し
て

王
・
天
皇
は
、
こ
れ
ら
を
食
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
配
・
服
属
を
確
認
し
、
天
下

統
治
の
正
当
性
が
保
証
さ
れ
る
、
と
し
て
い
る
点
に
注
意
し
た
�

　

こ
こ
で
見
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
点
は
、
こ
の
意
味
で
の
ハ
ツ
ホ
貢
納
と
、

（
９
）

る
。

（　

）
１０が
、

（　

）
１１い
。

上
記
の
ハ
ツ
ホ
と
し
て
の
銭
貨
の
神
へ
の
奉
納
と
は
、
そ
の
構
造
が
異
な
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
に
あ
っ
て
は
、
支
配
者
た
る
王
・
天
皇
に
対
し
て
服
属

者
か
ら
ハ
ツ
ホ
が
貢
納
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
、
天
皇
が
ハ
ツ
ホ
と

し
て
の
銭
貨
を
神
に
奉
納
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
後
者
の
場
合
は
、
前
者
に
な
ぞ
ら
え
て
言
う
と
、
支
配
者
た
る
天
皇

が
ハ
ツ
ホ
と
し
て
の
銭
貨
を
服
属
者
か
ら
受
け
取
る
こ
と
が
前
提
と
し
て
あ
り
、
受

け
取
っ
た
ハ
ツ
ホ
と
し
て
の
銭
貨
を
天
皇
が
神
に
奉
納
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
す
る
と
、
前
提
に
あ
る
鋳
銭
司
か
ら
の
進
上
こ
そ
が
、
前
者
の
王
・
天
皇
に
対

す
る
ハ
ツ
ホ
貢
納
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
鋳
銭
司
に
お

け
る
銭
貨
鋳
造
は
、
新
作
物
の
収
穫
、
獲
物
の
狩
猟
に
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
鋳
銭
司
に
よ
る
新
鋳
銭
の
作
成
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の

か
。
山
海
の
政
、
と
く
に
鉱
物
と
の
関
係
で
考
え
た
い
。
こ
の
点
が
参
考
と
な
る
の

が
、
つ
ぎ
の
吉
村
武
彦
の
指
摘
で
あ
る
。

　

吉
村
は
、
天
香
具
山
の
埴
土
に
注
目
し
、
記
紀
の
天
石
屋
戸
神
話
に
お
い
て
、
天

香
具
山
に
動
物
・
植
物
・
鉱
物
が
も
と
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
天
香
具
山
の
支
配

が
統
治
理
念
の
上
で
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ

�
こ
の
指
摘

は
本
論
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
が
、
史
料
的
根
拠
に
若
干
の
不
安
が
あ
る
。

　

こ
の
神
話
で
は
、
素
戔
鳴
尊
の
乱
暴
に
怒
っ
て
天
石
窟
に
入
り
磐
戸
を
と
ざ
し
て

籠
も
っ
て
し
ま
っ
た
天
照
大
神
を
連
れ
出
す
た
め
に
、
神
々
が
さ
ま
ざ
ま
な
品
物
を

用
意
し
て
磐
戸
の
前
に
な
ら
べ
る
の
で
あ
る
が
、
吉
村
に
よ
る
と
、
そ
の
品
物
を
造

る
材
料
の
１
つ
と
し
て
、
天
香
具
山
か
ら
鉱
物
が
採
取
さ
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
『
日
本
書
紀
』
の
関
係
記
事
を
整
理
す
る
と
、
表
３
の
よ
う
で
あ
る
。

『
古
事
記
』
の
関
係
部
分
も
あ
わ
せ
て
表
示
す
る
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
鏡
ま
た
は
矛
と
い
う
金
属
製
品
を
製
作
す

る
こ
と
、
ま
た
は
そ
れ
を
サ
カ
キ
に
懸
け
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
点
は
共
通
し

て
お
り
、
い
ず
こ
か
か
ら
採
取
さ
れ
た
金
属
で
造
っ
た
鏡
や
矛
が
、
天
照
大
神
を
天

（　

）
１２る
。
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石
窟
か
ら
引
き
出
す
力
を
持
つ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と

は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
そ
の
金
属
を
天
香
具
山
か
ら
採
取
す
る
と
い

う
こ
と
は
、『
日
本
書
紀
』
神
代
上
第
七
段
の
本
文
や
一

書
第
二
、
第
三
、『
古
事
記
』
に
は
な
く
、
一
書
第
一
に

「
以
石
凝
姥
を
以
ち
て
冶
工
と
し
、
天
香
山
の
金
を
採
り

て
日
矛
に
作
る
」
と
あ
る
と
こ
ろ
に
し
か
見
え
な
い
の
で

あ
る
。
ま
た
『
古
事
記
』
で
は
、
八
尺
鏡
の
材
料
は
、
天

金
山
か
ら
採
取
さ
れ
た
と
し
て
お
り
、
天
香
具
山
か
ら
で

は
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
天
香
具
山
の
支
配
を
梃
子
に
し
て

国
土
の
統
治
を
考
え
る
と
い
う
吉
村
の
観
点
に
は
、
や
や

不
安
が
残
る
。
こ
の
点
を
別
の
観
点
か
ら
考
え
る
こ
と
の

で
き
る
史
料
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
和
銅
元
年
（
７
０
８
）
の
和
銅
顕
出
の
詔
に

注
目
し
た
い
。

（　

） 
（
前
略
）
高
天
原
由
天
降
坐
志
天
皇
御
世
乎
始
而
、

３７

中
今
尓
至
麻
�
尓
、
天
皇
御
世
御
世
、
天
豆
日
嗣
高

御
座
尓
坐
而
治
賜
慈
賜
来
食
国
天
下
之
業
止
奈
母
、

（
中
略
）
聞
看
食
国
中
乃
東
方
武
蔵
国
尓
、
自
然
作

成
和
銅
出
在
止
奏
而
献
焉
、
此
物
者
、
天
坐
神
地

坐
鐵
乃
相
于
豆
奈
比
奉
福
波
倍
奉
事
尓
依
而
、
顕
久
出
多

留
宝
尓
在
羅
之
、（
中
略
）
是
以
、
天
地
之
神
乃
顕
奉

瑞
宝
尓

依
而
、
御
世
年
号
改
賜
換
賜
波
久
止

詔
命
乎

衆
聞
宣
、
故
、
改
慶
雲
五
年
而
和
銅
元
年
為
而
、

御
世
年
号
止
定
賜
、（
下
略
）

 

〔『
続
日
本
紀
』
和
銅
元
年
正
月
乙
巳
〔　

日
〕
条
〕

１１

［提供から見た銭貨の呪力］……栄原永遠男

表3　『日本書紀』第七段、『古事記』における天磐戸の前にならべられた物

天香山之 五  百  箇  真  坂  樹 
い ほ つ ま さか き

　　上枝　 八  坂  瓊 之五百箇 御統 を懸ける
や さか に みすまる

　　中枝　 八  咫  鏡 （ 真  経  津 鏡）を懸ける
や た かがみ ま ふ つ

　�下枝　青 和幣 白和幣を懸ける
に き て

�
�
�
�
�

本文

以 石凝姥 為 冶工 、採天香山之 金 、以作日矛、
いしこりどめ か ぬ ち  かね

用此奉造之神、是即紀伊国所坐日前神也、
第一の一書

鏡　　　　　　　　　　鏡作部遠祖 天  糠  戸 が造る
あまの あら と

幣　　　　　　　　　　忌部遠祖太玉が造る

玉　　　　　　　　　　玉作部遠祖豊玉が造る

五百箇真坂樹八十 玉籤 　 山雷 が採る
たまくし やまつち

五百箇野薦八十玉籤　　 野  槌 が採る
の つち

第二の一書

天香山之真坂木

　　上枝　八咫鏡を懸ける　鏡作遠祖天 抜  戸 児石凝戸辺が作る
ぬか と

　　中枝　八咫鏡を懸ける　玉作遠祖伊奘諾尊児天  明玉 が作る
あかるたま

　�下枝　木綿を懸ける　　粟国忌部遠祖天日鷲が作る

�
�
�
�
�

第三の一書

天香山之五百津真賢木

　　上枝　八尺 勾　  �之五百津之御須麻流之玉を取り著ける
まがたま

　　　　　　科玉祖命、令作八尺勾�之五百津之御須麻流之珠、

　　中枝　八尺鏡を取り繋ける

　　　　　　取天安河之河上之天 堅石 、取天金山之鉄、求 鍛人 天津麻
かたしは か ぬ ち

　　　　　　羅、科 伊  斯  許  理  度  売  命 、令作鏡、
い し こ り ど め のみこと

　�下枝　白 丹寸手 青丹寸手を取り垂らす
に き て

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

古事記
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こ
こ
で
は
、
つ
ぎ
の
諸
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
に
、「 
自
然 
に 
作
成 

お
の
づ
か
ら 

な

れ
る
和
銅
」
は
、「
食
国
の
中
」
か
ら
「 
顕 
し
く
出
で
た
る
宝
」
で
あ
る
と
さ
れ
て

う
つ

い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
和
銅
は
、
食
国
の
範
囲
内
か
ら
出
現
し
た
と
認
識
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
こ
の
瑞
宝
は
「
天
地
の
神
の
顕
し
奉
」っ
た
も
の
で
あ
り
、「
天
に
坐
す

神
・ 
地 
に
坐
す 
鐵 
の
相
う
づ
な
ひ
奉
り 
福 
は
へ
奉
る
事
に
依
り
て
」、
す
な
わ
ち
天

く
に 

か
み 

さ
き

神
地
鐵
が
祝
福
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
出
現
し
た
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
れ
ば
、
天
神
地
鐵
が
天
皇
の
食
国
の
統
治
を
認
め
祝
福
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
第
三
に
、「
天
地
の
神
の
顕
し
奉
れ
る
瑞
宝
に
依
り
て
、
御
世
の
年
号
改

め
賜
ひ
換
へ
賜
は
く
」
と
し
て
「
和
銅
」
に
改
元
し
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
年

号
（
元
号
）
は
、
中
国
で
は
皇
帝
の
統
治
を
象
徴
す
る
も
の
で
、
天
命
を
受
け
た
印

と
し
て
建
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
天
皇
に
よ
る
食
国
の
統
治

は
天
神
地
鐵
に
よ
っ
て
正
統
な
も
の
と
し
て
保
証
さ
れ
た
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。

　

つ
ぎ
に
、
天
平
感
宝
元
年
（
７
４
９
）
の
陸
奥
国
か
ら
金
が
算
出
し
た
時
の
事
情

を
見
る
こ
と
と
す
る
。

（　

） 

勅
、（
中
略
）
此
大
倭
国
者
、
天
地
開
闢
以
来
尓
黄
金
波
人
国
用
理
献
言
波
有

３８
登
毛
、
斯
地
者
無
物
止
念
部
流
仁
、
聞
看
食
国
中
能
東
方
陸
奧
国
守
従
五
位
上
百

済
王
敬
福
伊
、
部
内
少
田
郡
仁
黄
金
在
奏
弖
献
、
此
遠
聞
食
、
驚
岐
悦
備
貴
備
念

久
波
、
盧
舍
那
仏
乃
慈
賜
比
福
波
倍
賜
物
尓
有
止
念
閇
、
受
賜
里
恐
理
戴
持
、
百
官

乃
人
等
率
天
礼
拜
仕
奉
事
遠
、
挂
畏
三
宝
乃
大
前
尓
恐
備
恐
美
毛
奏
賜
波
久
止
奏
、

従
三
位
中
務
卿
石
上
朝
臣
乙
麻
呂
宣
、（
中
略
）
聞
食
々
国
乃
東
方
陸
奧
国
乃

小
田
郡
尓
金
出
在
止
奏
弖
進
礼
利
、
此
遠
所
念
波
、
種
々
法
中
尓
波
仏
大
御
言
之
国

家
護
我

多
仁
波

勝
在
止

聞
召
、
食
国
天
下
乃

諸
国
尓

最
勝
王
経
乎

坐
、
盧
舍
那

仏
化
奉
止
為
弖
天
坐
神
地
坐
鐵
乎
祈
祷
奉
、（
中
略
）
衆
人
波
不
成
�
登
疑
、
朕

波
金
少
牟
止
念
憂
川
々
在
尓
、
三
宝
乃
勝
神
枳
大
御
言
験
乎
蒙
利
、
天
坐
神
地
坐
神

乃
相
宇
豆
奈
比
奉
佐
枳
波
倍
奉
利
、
又
天
皇
御
霊
多
知
乃
恵
賜
比
撫
賜
夫
事
依
弖
顕
自

示
給
夫
物
在
自
等
念
召
波
、（
中
略
）
御
代
年
号
尓
字
加
賜
久
止
宣
天
皇
大
命
、

衆
聞
食
宣
、（
下
略
）　
 

〔『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
元
年
４
月
甲
午
朔
条
〕

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
第
一
に
、「
聞
こ
し 
看 
す
食
国
の
中
の
東
の
方
陸
奧
国
守
従
五

め

位
上
百
済
王
敬
福
い
、
部
内
の
少
田
郡
に
黄
金
在
り
と
奏
し
て
献
れ
り
」、
も
し
く

は
「
聞
こ
し
め
す
食
国
の
東
の
方
陸
奧
国
の
小
田
郡
に
金
出
で
た
り
と
奏
し
て
進
れ

り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
陸
奥
国
小
田
郡
は
食
国
の
範
囲
内
の
東
方
で
あ
る
と
認
識
さ

れ
、
そ
こ
か
ら
黄
金
が
出
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
注
意
す
べ
き
は
、「
盧
舍
那
仏
の
慈
び
賜
ひ 
福 
は
へ
賜
ふ
物
に
あ
り
」
と

さ
き

あ
り
、「
三
宝
の
勝
れ
て 
神 
し
き
大
御
言
の 
験 
を
蒙
り
、
天
に
坐
す
神
・
地
に
坐
す

あ
や 

し
る
し

神
の
相
う
づ
な
ひ
奉
り
さ
き
は
へ
奉
り
、
ま
た
天
皇
が
御
霊
た
ち
の
恵
び
賜
ひ
撫
で

賜
ふ
事
に
依
り
て
顕
し
示
し
給
ふ
物
に
在
る
ら
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
黄
金
は
、

①
盧
舎
那
仏
も
し
く
は
三
宝
、
②
天
に
坐
す
神
・
地
に
坐
す
神
、
③
天
皇
の
御
霊
た

ち
、
の
三
者
が
顕
し
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

黄
金
を
出
現
さ
せ
た
も
の
と
し
て
、
仏
、
天
神
地
鐵
、
天
皇
霊
の
三
つ
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
仏
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
点
は
注
意
を
要
す
る
。
こ
れ
は
、
仏
が
食
国
を
支

配
し
て
い
る
と
い
う
観
念
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
念
は
、
聖
武
天
皇

の
仏
教
信
仰
の
進
展
と
と
も
に
顕
在
化
し
て
く
る
。
た
と
え
ば
大
仏
発
願
の
詔
（
天

平　

年　

月　

日
）
で
は
、「
三
宝
の
威
霊
に 
頼 
り
て
乾
坤
相
ひ 
泰 
か
に
し
」
と
あ

よ 

ゆ
た

１５

１０

１５

る
。
今
問
題
に
し
て
い
る
宣
命
は
、
盧
舎
那
仏
の
鍍
金
用
の
金
を
確
保
す
る
こ
と
が

大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
状
況
と
深
く
関
係
し
て
お
り
、
二
次
的
と
見
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
節
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

　

そ
し
て
第
三
に
、
黄
金
の
出
現
に
よ
っ
て
「
御
代
の 
年
号 
に 
字 
加
へ
賜
は
く
」
と

な 

も
じ

あ
る
よ
う
に
、
従
来
の
「
天
平
」
に
「
感
宝
」
の
二
字
が
加
え
ら
れ
年
号
が
あ
ら
た

め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
年
号
が
使
用
さ
れ
る
範
囲
の
統
治
が
保
証
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
陸
奥
国
か
ら
の
黄
金
出
現
に
つ
い
て
は
、『
万
葉
集
』
に
あ
る
大
伴
家
持
の
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長
歌
の
一
節
も
注
意
さ
れ
�

（　

） 

陸
奥
国
に
金
を
出
す
詔
書
を
賀
く
歌
一
首
并
せ
て
短
歌

３９
　
　
（
前
略
）
鶏
が
鳴
く　

東
の
国
の　

陸
奥
の　

小
田
な
る
山
に　

金
あ
り
と 

申
し
た
ま
へ
れ　

御
心
を　

明
ら
め
た
ま
ひ　

天
地
の　

神
相
う
づ
な
ひ　

 
皇  
祖 
の　
 
御  
霊 
助
け
て　

遠
き
代
に　

か
か
り
し
こ
と
を　
 
朕 
が
御
代
に　

す
め 
ろ
き 

み 
た
ま 

わ

顕
は
し
て
あ
れ
ば　

食
す
国
は　

栄
え
む
も
の
と　

神
な
が
ら　

思
ほ
し
め

し
て
（
下
略
）　
 

〔『
万
葉
集
』
巻　

│
４
０
９
４
〕

１８

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
家
持
は
、
黄
金
の
出
現
を
、
天
地
の
神
と
皇
祖
の
御
霊
と

が
顕
し
た
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
と
ら
え
方
は
、『
続
日
本
紀
』
の
詔
勅
と

比
べ
る
と
、
仏
を
あ
げ
て
い
な
い
点
が
異
な
っ
て
い
る
。
家
持
に
と
っ
て
は
、
仏
よ

り
も
天
地
の
神
と
皇
祖
の
御
霊
の
ほ
う
が
本
質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ぎ
に
家
持
は
、
聖
武
天
皇
は
こ
の
黄
金
が
出
現
し
た
の
で
食
国
は
栄
え
る
で
あ

ろ
う
と
考
え
て
い
る
、
と
理
解
し
て
い
る
。
家
持
自
身
も
聖
武
天
皇
と
同
様
に
考
え

て
い
る
と
見
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
家
持
は
、
黄
金
の
出
現
に
よ
っ
て
、
天
皇
の
食

国
統
治
の
正
当
性
が
保
証
さ
れ
た
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
家
持
の
認
識

は
、
仏
に
対
す
る
態
度
を
の
ぞ
け
ば
、『
続
日
本
紀
』
の
勅
と
共
通
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
大
宝
元
年
（
７
０
１
）
の
黄
金
出
現
に
つ
い
て
も
一
瞥
し
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
。

（　

） 

甲
午
、
対
馬
嶋
貢
金
、
建
元
為
大
宝
元
年
、

４０

 

　
〔『
続
日
本
紀
』
大
宝
元
年
３
月　

日
条
〕

２１

　

こ
の
場
合
、
詔
勅
等
が
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
、
金
の
産

出
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
産
金
と
建

元
が
連
動
し
て
い
る
点
は
、
上
記
の
和
銅
の
出
現
、
天
平
感
宝
の
産
金
の
事
例
と
共

通
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
参
照
す
れ
ば
、
こ
の
時
の
産
金
も
、
元
号
が
使
用
さ
れ
る

地
域
に
対
す
る
天
皇
統
治
の
正
当
性
を
保
証
し
た
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
見
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
和
銅
の
出
現
や
二
度
に
わ
た
る
産
金
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
れ
に

（　

）
１３る
。

よ
る
と
、
貴
重
な
金
属
は
、
天
皇
の
統
治
す
る
国
土
（
食
国
）
の
範
囲
内
に
存
在
し

て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
貴
重
な
金
属
の
出
現
は
、
天
神
地
鐵

や
天
皇
霊
が
、
現
在
の
天
皇
の
国
土
統
治
の
正
当
性
を
保
証
し
た
こ
と
を
示
す
、
と

考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
う
す
る
と
、
銭
貨
は
、
天
皇
の
統
治
す
る
大
地
か
ら
出
現
す
る
貴
重
な
金
属
を

も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
大
地
が
産
み
出
し
た
も
の
と
認
識
さ
れ

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
大
地
の
産
み
出
し
た
も
の
が
進
上
さ
れ
る
が
故
に
、

ハ
ツ
ホ
と
意
識
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
銭
貨
が
ハ
ツ
ホ
と
し
て
意
識
さ
れ
え

た
理
由
を
こ
の
よ
う
に
考
え
た
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
ハ
ツ
ホ
た
る
銭
貨
を
天
皇
に
進
上
す
る
こ
と
は
、
そ
の
材
料
を
産

み
出
し
た
大
地
が
天
皇
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
天
皇
の
国
土
統

治
の
正
当
性
を
し
め
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
銭
貨
の
神
・
神
社
へ
の
奉
納
、

皇
族
・
臣
下
へ
の
賜
与
の
意
味
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

鋳
銭
司
に
よ
る
ハ
ツ
ホ
と
し
て
の
新
鋳
銭
の
献
上
と
そ
の
受
納
は
、
天
皇
の
国
土

統
治
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
天
皇
が
ハ
ツ
ホ
と
し
て
の
新

鋳
銭
を
神
々
へ
奉
納
す
る
こ
と
は
、
天
皇
が
自
ら
の
国
土
統
治
の
正
当
性
を
神
々
に

確
認
す
る
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
表
１
に
よ
る
と
、
新
し
い
種
類
の
銭
貨
が
新
鋳
さ
れ
て
き
た
時
や
行
幸
や

宴
の
機
会
に
、
皇
族
や
五
位
以
上
、
主
典
以
上
、
陪
従
者
に
銭
貨
を
賜
給
す
る
こ
と

が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
表
１
か
ら
は
除
外
し
た
が
、
官
人
に
対
す
る

給
与
に
も
銭
貨
が
含
ま
れ
て
い
た
。
和
銅
４
年
（
７
１
１
）　

月
か
ら
宝
亀
年
間

１０

（
７
７
０
〜
８
０
）
以
前
に
は
「
季
禄
」
の
一
部
が
銭
貨
で
支
給
さ
れ
て
お
り
、
養

老
３
年
（
７
１
９
）
か
ら
大
同
４
年
（
８
０
９
）
閏
２
月
ま
で
の
間
、
劇
官
に
「
要

劇
料
」
が
銭
貨
で
支
給
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
給
与
に
つ
い
て
銭
貨
に
よ
っ
て
支

給
さ
れ
る
こ
と
が
停
止
さ
れ
る
と
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
、
大
同
以
降
は
銭
貨
は
「
馬

料
」
と
し
て
職
事
官
全
員
に
支
給
さ
れ
て
い
�

　

こ
れ
ら
の
皇
族
・
臣
下
に
対
す
る
銭
貨
の
賜
与
は
、
勤
務
や
行
幸
関
係
の
業
務
な

（　

）
１４た
。

［提供から見た銭貨の呪力］……栄原永遠男
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ど
に
対
す
る
俸
給
と
し
て
の
意
味
が
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
現
物
で
は

な
く
銭
貨
で
賜
給
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
と
、
ハ
ツ
ホ
の
分
与
と
し
て
の
意
味

が
含
ま
れ
て
い
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
皇
族
・
臣
下
へ
ハ
ツ
ホ
と
し
て
の

新
鋳
銭
を
分
与
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
に
天
皇
の
国
土
統
治
を
確
認
さ
せ
る
意
味
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
平
安
京
内
の
貧
民
に
対
し
て
銭
貨
が
賑
給
さ
れ
る
こ
と

が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
も
、
彼
ら
が
も
っ
と
も
必
要

と
し
て
い
る
食
料
や
生
活
物
資
を
直
接
与
え
る
の
で
は
な
く
、
銭
貨
で
与
え
て
い
る

点
か
ら
す
る
と
、
単
に
困
窮
者
の
救
済
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
皇
族
・
臣
下
へ
の
銭

貨
賜
給
と
同
様
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

笘
銭
貨
の
呪
力
と
神
仏

　

前
節
で
は
、
陸
奥
国
か
ら
出
た
金
は
、
天
神
地
鐵
、
天
皇
霊
と
と
も
に
仏
が
も
た

ら
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
点
に
つ
い
て
保
留
し
て
論
を
進
め
た
。
本
節
で
は
、
こ

の
点
も
含
め
て
、
銭
貨
の
呪
力
と
神
仏
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

　

か
つ
て
２
０
０
３
年　

月
の
出
土
銭
貨
研
究
会
の
ミ
ニ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
銭
貨
の

１１

呪
力
」
に
お
い
て
、
わ
た
く
し
は
「
延
喜
式
に
見
え
る
銭
貨
」
と
い
う
報
告
を
行

な
っ
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
後
同
名
の
文
章
と
し
て
ま
と
め

�
そ
こ
で
は
、『
延
喜

式
』
巻
１
〜
３
四
時
祭
・
臨
時
祭
に
見
え
る
祭
祀
と
銭
貨
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
、

次
の
よ
う
な
結
果
を
え
た
。

（
a
） 

祭
祀
料
と
し
て
銭
貨
を
用
い
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
祭
祀
は
少
な

い
。
銭
貨
の
使
用
に
は
あ
る
種
の
限
定
が
あ
っ
た
。
そ
の
限
定
を
解
き
明

か
す
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
b
） 

祭
祀
料
の
銭
貨
に
は
、
使
途
を
示
す
場
合
と
示
さ
な
い
場
合
が
あ
る
。

（
c
） 

使
途
を
示
す
場
合
の
う
ち
、
○
○
直
と
あ
る
も
の
は
、
そ
の
物
品
を
買

い
整
え
る
た
め
の
代
金
と
し
て
計
上
さ
れ
た
も
の
で
、
交
換
手
段
と
し
て

（　

）
１５た
。

の
機
能
に
よ
っ
て
い
る
。

（
d
） 

使
途
を
示
さ
な
い
場
合
に
も
、（
c
）
と
同
様
の
場
合
が
含
ま
れ
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
。

（
e
） 

反
対
に
、
現
物
で
計
上
さ
れ
て
い
て
も
、
現
実
に
は
銭
貨
で
購
入
さ
れ

て
整
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

（
f
） 
「
散
料
」
は
、
銭
貨
の
呪
力
に
期
待
し
て
祭
祀
料
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。

（
g
） 

本
物
の
銭
貨
と
同
様
の
呪
力
を
期
待
し
て
、
紙
製
の
「
銭
形
」
が
使
用

さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
祭
祀
料
と
し
て
紙
が
用
意
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

同
様
の
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

（
h
） 

銭
貨
の
呪
力
を
示
す
も
の
と
し
て
、
八
十
嶋
祭
、
東
宮
八
十
嶋
祭
の

「
散
料
」
の
銭
と
、
御
本
命
祭
、
三
元
祭
の
紙
に
よ
る
「
銭
形
」
と
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
i
） 

四
時
祭
・
臨
時
祭
に
お
け
る
銭
貨
の
使
用
は
、
実
際
に
は
『
延
喜
式
』

条
文
に
見
え
る
も
の
よ
り
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
高
橋
照
彦
は
、
次
の
諸
点
を
指
摘
し
て
私
見
の
修
正
を
せ
ま
っ

�

（
イ
） 

神
鐵
祭
祀
に
お
け
る
銭
貨
使
用
は
、
後
出
的
で
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
日
本
に
お
け
る
銭
貨
発
行
以
前
か
ら
の
祭
祀
の
伝
統
が
あ
る
た

め
、
ま
た
、
仏
教
的
要
素
な
ど
外
来
系
文
化
を
排
除
す
る
傾
向
が
強
い
た

め
、
銭
貨
を
不
可
欠
な
存
在
と
し
て
取
り
込
ま
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

（
ロ
） 

経
済
外
的
な
銭
貨
の
使
用
は
、
外
来
信
仰
で
あ
る
仏
教
や
民
間
道
教
な

ど
で
認
め
ら
れ
る
。
中
国
で
は
、
銭
貨
に
は
呪
性
を
内
包
す
る
と
い
う
観

念
が
存
在
し
た
。
中
国
の
銭
貨
を
模
倣
し
て
貨
幣
生
産
を
開
始
し
た
日
本

に
も
、
こ
の
観
念
は
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
銭
貨
の
呪
力
を
裏
打
ち

す
る
思
想
の
一
つ
と
な
っ
て
い
っ
た
。

（
ハ
） 

日
本
に
お
け
る
経
済
外
的
な
銭
貨
使
用
の
初
現
は
、
天
智
朝
ご
ろ
の
仏

（　

）
１６た
。
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教
文
化
の
流
入
の
中
で
捉
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
道
昭
を
始
め
と
す
る

遣
唐
僧
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
舎
利
荘
厳
な
ど
に
伴
う
形
で
、
銭
貨

の
経
済
外
的
用
法
や
そ
の
背
後
の
思
想
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性

が
あ
る
。

（
ニ
） 

日
本
に
お
け
る
銭
貨
の
経
済
外
的
使
用
に
は
、
民
間
道
教
的
な
思
想
も

不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
。

（
ホ
） 

日
本
側
で
の
独
自
の
展
開
も
無
視
で
き
な
い
。

　

こ
の
高
橋
の
指
摘
は
、
銭
貨
の
経
済
外
的
な
使
用
と
そ
の
背
後
の
思
想
を
、
基
本

的
に
は
中
国
か
ら
の
移
入
に
求
め
る
も
の
で
、
傾
聴
す
べ
き
点
が
多
い
。
し
か
し
、

高
橋
が
対
象
と
し
た
前
稿
は
、『
延
喜
式
』
四
時
祭
・
臨
時
祭
関
係
の
史
料
の
み
で

立
論
し
て
お
り
、
史
料
的
検
討
が
不
十
分
で
あ
っ
た
の
で
、
今
回
『
延
喜
式
』
全
体

に
つ
い
て
再
度
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
た
、
六
国
史
の
関
係
史
料
の
再
検
討
も
必
要

で
あ
ろ
う
。

　

表
４
は
、『
延
喜
式
』
全
体
に
み
え
る
銭
貨
の
事
例
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る

（
た
だ
し
鋳
銭
司
関
係
、
租
税
関
係
は
除

�　
前
稿
で
は
、
四
時
祭
・
臨
時
祭
に
つ

い
て
の
み
整
理
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
祭
祀
料
と
し
て
銭
貨
を
用
い
る
よ
う

に
規
定
し
て
い
る
祭
祀
は
少
な
い
、
と
し
た
。
し
か
し
、
表
４
に
よ
っ
て
『
延
喜

式
』
全
体
を
見
わ
た
し
て
み
る
と
、
明
確
な
仏
教
関
係
は
「
嘉
祥
寺
地
蔵
悔
過
布
施

料
」
の
み
で
あ
り
、
仏
教
関
係
よ
り
も
神
鐵
関
係
の
祭
祀
の
ほ
う
に
多
く
銭
貨
が
見

ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

　

し
か
も
、
単
に
項
目
数
が
多
い
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。『
延
喜
式
』
で

は
、
四
時
祭
に
お
け
る
銭
貨
の
提
供
を
は
じ
め
と
し
て
、
毎
年
定
期
的
に
提
供
さ
れ

る
銭
貨
が
そ
の
多
く
を
占
め
て
い

�
そ
の
概
算
額
は
、
不
定
期
の
も
の
、
不
明
分

を
の
ぞ
い
て
、
年
間
約
４
９
０
０
貫
弱
に
も
な

�
こ
れ
に
不
明
分
、
不
定
期
分
を

加
え
る
と
、
概
略
年
間
約
５
０
０
０
貫
と
み
て
大
き
く
ち
が
う
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

そ
の
ほ
と
ん
ど
を
人
件
費
と
官
司
運
営
費
が
占
め
る
中

�
神
鐵
関
係
の
祭
祀
の
費

用
は
約
１
５
５
貫
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
仏
教
関
係
の
嘉
祥
寺
地
蔵

（　

）
１７く
）。

（　

）
１８る
。

（　

）
１９る
。

（　

）
２０で
、

悔
過
布
施
料
は
年
間
わ
ず
か
に
８
貫
な
の
で
あ
る
。
神
鐵
関
係
に
厖
大
な
費
用
が
投

入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
仏
教
関
係
に
比
べ
れ
ば
、
そ
の　

倍
近

２０

く
の
費
用
が
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
前
稿
（
a
）
の
私
見
は
、
撤
回
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

な
お
、
御
燈
に
際
し
て
供
神
料
と
し
て
銭
５
文
が
計
上
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し

た
い
。
前
稿
で
は
、（
h
）
の
よ
う
に
、
銭
貨
の
呪
力
を
示
す
も
の
と
し
て
、
八
十

嶋
祭
、
東
宮
八
十
嶋
祭
の
散
料
の
銭
と
御
本
命
祭
、
三
元
祭
の
紙
に
よ
る
銭
形
の
２

例
を
指
摘
し
た
が
、
こ
の
事
例
も
追
加
し
た
い
。

　

御
燈
は
、
天
皇
が
３
月
３
日
と
９
月
３
日
に
北
辰
に
御
燈
を
奉
る
行
事
で
、
内
蔵

寮
が
御
燈
を
霊
巌
寺
（
の
ち
月
林
寺
、
さ
ら
に
の
ち
円
成
寺
）
に
奉
っ
た
。
基
本
的

に
は
仏
事
と
さ
れ
て
い
た
が
、
民
間
の
習
俗
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
り
、
純
粋
な

仏
事
と
し
て
割
り
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
を
仮
に
仏
事
に

分
類
す
る
と
し
て
も
、『
延
喜
式
』
全
体
で
は
仏
教
関
係
よ
り
も
神
鐵
関
係
に
銭
貨

が
多
い
点
は
変
わ
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
以
上
の
よ
う
な
『
延
喜
式
』
に
お
け
る
状
況
に
対
し
て
、
六
国
史
の

関
係
記
事
を
ま
と
め
た
表
１
を
見
る
と
、
そ
れ
と
は
異
な
る
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
神
鐵
関
係
よ
り
も
、
仏
教
関
係
の
銭
貨
提
供
記
事
の
方
が
多
い
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
六
国
史
に
お
け
る
両
者
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

六
国
史
に
お
け
る
の
銭
貨
提
供
史
料
を
見
直
し
て
み
る
と
、
神
鐵
関
係
、
仏
教
関

係
の
両
方
と
も
、
一
時
的
あ
る
い
は
一
回
限
り
の
提
供
で
あ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
る
。
仏
教
関
係
の
銭
貨
提
供
に
つ
い
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
故
伝
灯
大
法
師
位
慈

賢
の
死
亡
に
伴
う
賻
料
と
し
て
勅
に
よ
り
支
給
さ
れ
た
場
合
（
表
１
の　

、
弘
仁
４

２６

年　

月　

日
）、
東
大
寺
以
下　

ヶ
寺
の
修
理
料
と
し
て
勅
に
よ
り
施
入
さ
れ
た
場

１１

２８

１８

合
（
同　

、
貞
観
５
年
７
月　

日
）、
大
般
若
経
の
転
読
料
と
し
て
提
供
さ
れ
た
場

５７

２７

合
（
同　

、
仁
和
２
年
６
月　

日
）
そ
の
他
で
あ
り
、
毎
年
繰
り
返
さ
れ
る
恒
常
的

８２

１８

な
支
出
は
見
え
な
い
。

　

こ
の
こ
と
は
、
表
１
が
最
初
か
ら
給
与
な
ど
の
恒
常
的
な
銭
貨
提
供
の
記
事
を
除

［提供から見た銭貨の呪力］……栄原永遠男
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 表4　『延喜式』における銭貨の提供 （1/2）

備　　　考使　　　　　途銭　　　額銭貨支出の行事分　類巻

１１月准此祭料菓直銭、多少随時鳴雷神祭

神鐵１　
四時祭上

１

神祭料銭  １貫文

園并韓神三座祭 解除料銭   ８００文

醸神酒料銭   ５１２文

坐造酒司鮮物并菓子土器直銭   ５００文大宮売神四座祭

贄直銭   ２００文松尾祭

斎服料　物忌　王氏　夏銭  １貫 ６３０文
平野神四座祭

　　　　　　　和氏、大江氏　並夏銭   ６３０文

１２月准此銭   １００文四面御門祭

１２月准此、中宮亦同銭   ８０文御川水祭

１２月准此銭   １００文御贖祭

御巫、中宮御巫亦同銭   １３０文
供奉神今食御巫等装束

座摩、御門、生島、東宮巫銭   １３０文

中宮東宮御巫准此銭   ５００文御巫奉斎神祭

神鐵２　
四時祭下

２
銭   ２００文御門巫奉斎神祭

銭   ２００文座摩巫奉斎神祭

銭   ２００文生島巫奉斎神祭

銭   ８００文御川水祭

臨時祭３
中宮准此

散料銭  ２貫文
八十嶋神祭

雑鮮魚菓子直銭  １貫文

散料銭   ２００文
東宮八十嶋祭

鮮魚菓子料銭   ４００文

命婦～洗人装束銭  ４貫文遷野宮装束斎宮５

銭  ８９貫 ７２文

禊祭　人給料

斎院司６

宣旨装束料  １貫 ２００文

蔵人６人料、各１貫文  ６貫

乳母２人料、各１貫２００文  ２貫 ４００文

駕馬女孺４人料、各１貫文  ４貫文

小女４人料、各５００文  ２貫文

駕車女６人料、各１貫文  ６貫文

采女１人代３人并４人料、各１貫文  ４貫文

輿長～荷領４６人冠直、各３５０文  １６貫 １００文

駕輿丁４４人冠直、各３００文  １３貫 ２００文

夾纈料絹１９疋２丈藍染料、別３００文  ５貫 ８００文

辛紅彩色夾纈絹４疋料藁８囲直、別８文   ６４文

夾纈料薪２３荷直、別３０文   ６９０文

灰２０斛直、別２００文  ４貫文

夾纈料絹１９疋２丈染作工３９人小半功料、別６０文  ２貫 ３６０文

同相作夫３９人小半功料、別３２文  １貫 ２５８文

雑用料  ２０貫文

斎王初定銭  ３０貫文頓給料

銭  １７貫 ７３０文

三年一請雑物

染斗帳１具、壁代１８条、幌７条表料絹３２疋４
丈２尺藍料、疋別３００文

  ９貫 ８１０文

染同裏料浅縹絹２５疋４丈４尺料、疋別３００文  ７貫 ７２０文

雇夫４人功料、別３０文   １２０文

雇女４人功料、別２０文   ８０文

但王氏者加増銭１貫文表裳沓等直銭  １貫 ８９０文平野祭物忌３人装束料
中務省１２

春夏馬料銭、秋冬准此銭  １０９貫 ９２０文女官馬料

銭   ７２５文

三月潔斎
中宮職１３

御燈直   ３２５文

神供料   ５文

菜料   ４００文

命婦料
蔵人料

銭  １７貫 ６２０文
銭  １０貫 ３２０文

四月中酉
奉賀茂上下松尾三社幣装束料

菜直銭  １貫文宮人～女孺春夏２季料縫殿寮１４
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 表4　『延喜式』における銭貨の提供 （2/2）

備　　　考使　　　　　途銭　　　額銭貨支出の行事分　類巻

使等上道日餞料銭  １貫文鹿島香取祭

内蔵寮１５

秋亦同

御燈料銭   ３００文

春御燈料 供神料銭   ５文

供養料銭   ４００文

内侍料銭  ５貫文
賀茂祭、女使料

命婦料銭  ４貫文

作皮料雑物直料銭   １２３文縫作伊勢大神宮祭鞍２具料

春料銭   ２００文
平野神炊女４人装束料

秋料銭   ２００文

染藍功銭、陵十所、墓七所、并多武岑等幣練
染用度料

数准時估価奉諸陵幣

寮物銭   １５０文造五月五日菖蒲珮所

官物、交易毎年送縫殿寮銭  ４貫 ２００文御服料

官物藍雇功銭  ２２貫 ２００文　　中宮御服料

官物
銭  １２貫文雑染　紫染

銭  ３６貫文　　　藍染

季別申省受大蔵省
中宮料色別減半

銭  ３００貫文季料

臨時量充功銭営藍陸田料

福酒料銭  １貫文庭火并平野竈神祭　坐内膳司

陰陽寮１６
中宮准此

作銭形２５０００文、絹形２５０疋、馬形５０疋料紙７５０張
御本命祭

銭　２貫文

銭形９０００文料紙３００張
三元祭

銭  ２貫文

人別２文新銭  ６０文牛車内匠寮１７

春夏馬料銭、秋冬准此銭１１８０貫 ２５０文馬料式部上１８

大経  ３０貫 

博士講説料

大学寮２０

中経  ２０貫 

小経  １０貫

論語孝経  １０貫

用越後国墾田５０町
地子物充之

明経博士夜別２０文　

燈燭料銭
余博士   １５文

先生   １０文

後生   ５文

春夏馬料銭、秋冬准此銭  ３３３貫 ６００文馬料兵部省２８

銭  ４貫文
嘉祥寺三月十月両度
地蔵悔過布施料大蔵省

３０

２度客僧布施料  ２貫文

２度雑用料  ２貫文

銭  ３０貫文蕃客来朝応交換　価物

銭   ３０文七月七日織女祭織部司

条別均分買備之、其価充徭銭践祚大嘗大祓所須

左右京職４２

其夫功食料、充調徭銭射礼節　掃除

其夫馬功銭、以徭銭充之年終儺

皆令雇夫掃除、其功銭依当時法行之宮城辺朱雀路溝

兵士２０人、其功食以徭銭充宮城辺立鋪

雇使、功食以徭銭充、功銭依当時法行之
書生３４人、坊長３５人、兵士４０
人、守正倉６人、守客館２人、
守朱雀樹４人、市司執鑰２人

紙筆等価用徭銭、食法同上、唯不給功勘造授田口帳

紙筆等以徭銭充班田使鐵承

功食並以徭銭充田籍造三通

副直銭沽田帳

銭  ２００貫毎年出挙造橋料

銭  １５０貫文東宮初立頓料
春宮坊４３

申官請受銭５００疋来年雑用料

　鋳銭司関係、租税関係はのぞく。
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外
し
て
い
る
の
で
、
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
仏
教
関
係
の
銭
貨

提
供
記
事
で
除
外
し
た
も
の
は
な
い
の
で
、
や
は
り
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
上
記
の
表
１
の　

の
事
例
で
は
、
慈
賢
に
対
す
る
弔
賻
料
と
し
て
は
、
銭

２６

　

貫
の
ほ
か
に
布
１
４
０
段
、
米
７
斛
も
と
も
に
提
供
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
同　

の

１１

５７

東
大
寺
以
下
に
施
入
さ
れ
た
修
理
料
は
、
新
銭
の
ほ
か
に
鉄
も
施
入
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
同　

（
元
慶
８
年
６
月　

日
）
で
は
、
勅
に
よ
っ
て
、
嘉
祥
寺
の
五
重
塔
を

７９

２３

造
る
料
と
し
て
、
貞
観
銭　

貫
と
と
も
に
近
江
国
と
丹
波
国
の
米
５
３
５
斛
も
充
て

１２

ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
銭
貨
は
、
食
料
、
繊
維
製
品
、
鉄
な
ど
と
と
も
に
提
供
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
多
く
、
法
事
の
費
用
、
寺
院
の
造
営
維
持
運
営
経
費
、
僧
尼
の
生
活
費
と

し
て
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。
寺
院
や
僧
に
対
す
る
銭
貨
の
提

供
は
「
施
」「
賜
」「
施
入
」「
充
」「
進
」「
供
」
な
ど
の
文
字
で
表
現
さ
れ
て
い
る

点
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
ら
を
王
権
が
随
時
適
宜
支
給
す
る
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ

て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
乾
元
大
宝
に
関
す
る
史
料
の
１
つ
で
あ
る
。
天
徳
３

年
（
９
５
９
）
２
月　

日
に
鋳
銭
司
か
ら
の
新
鋳
銭
が
到
着
し
た
が
（　

）、
そ
の

２７

３２

す
ぐ
後
の
４
月
５
日
に
は
親
王
や
官
人
に
新
銭
が
賜
給
さ
れ
（　

）、
４
月　

日
に

３３

１７

は
伊
勢
大
神
宮
以
下　

社
に
新
銭
が
奉
じ
ら
れ
て
い
る
（　

）。
こ
れ
ら
は
、
新
銭

１１

３６

が
ハ
ツ
ホ
と
し
て
意
識
さ
れ
、
呪
力
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
と
こ

ろ
が
こ
の
間
の
４
月
８
日
の
潅
仏
会
の
布
施
銭
は
、
寛
平
の
例
に
よ
っ
て
新
銭
で
は

な
く
て
古
銭
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（　

）。
潅
仏
会
に
お
い
て
、
呪
力

３５

を
も
つ
新
銭
を
使
用
で
き
る
条
件
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
古
銭
を
用

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
寛
平
年
間
（
８
８
９
〜
８
９
８
）
以
来
、
潅

仏
会
と
い
う
仏
事
に
お
い
て
は
、
銭
貨
と
の
結
び
つ
き
が
銭
貨
の
呪
力
を
媒
介
と
は

し
て
い
な
い
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

以
上
か
ら
、
表
４
の
延
喜
式
に
お
け
る
銭
貨
提
供
記
事
と
、
表
１
の
六
国
史
に
お

け
る
銭
貨
提
供
記
事
と
を
比
較
総
合
す
る
と
、
前
者
に
は
基
本
的
に
は
毎
年
の
恒
常

的
な
支
出
を
中
心
に
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
面
で
は
神
鐵
関
係
に
対
す
る
銭
貨
の

提
供
が
多
く
、
仏
教
関
係
へ
の
提
供
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
後

者
で
は
、
一
時
的
も
し
く
は
一
回
限
り
の
提
供
に
関
す
る
記
事
が
多
く
を
占
め
て
お

り
、
こ
の
面
で
は
、
神
鐵
関
係
の
提
供
記
事
も
見
ら
れ
る
が
、
仏
教
関
係
の
提
供
記

事
の
方
が
多
く
な
っ
て
い
た
。
史
料
の
性
格
や
そ
れ
ぞ
れ
が
対
象
と
す
る
時
期
の
違

い
な
ど
留
意
す
べ
き
点
は
多
々
あ
る
が
、
お
お
ざ
っ
ぱ
な
傾
向
と
し
て
こ
の
よ
う
に

把
握
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
神
鐵
関
係
に
つ
い
て
は
、
天
皇
は
、
ハ
ツ
ホ
と
し
て
の
新
鋳
銭

を
神
々
へ
奉
納
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
国
土
統
治
の
正
当
性
を
神
々
に
確
認

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
仏
教
関
係
の
銭
貨
の
提
供
で
は
、
六

国
史
等
の
史
料
に
よ
る
か
ぎ
り
、
王
権
と
仏
を
つ
な
ぐ
物
と
し
て
銭
貨
が
機
能
し
て

い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
銭
貨
の
呪
力
が
媒
介
に
は
な
っ

て
い
な
い
場
合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

高
橋
は
、
上
記
（
ロ
）
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
銭
貨
の
呪
力
の
由
来
を
、
銭

貨
に
は
呪
性
を
内
包
す
る
と
い
う
中
国
に
お
け
る
観
念
を
取
り
入
れ
た
こ
と
で
説
明

し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
場
合
、
中
国
に
お
け
る
こ
の
観
念
の
淵
源
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
課
題
で
あ
る
が
、
日
本
古
代
銭
貨
の
出
土
事
例
に
よ
る
と
、
銭
貨
の
呪
力
を

前
提
に
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
埋
納
は
日
本
全
国
に
わ
た
っ
て
か
な
り
広
範
に
行
わ
れ
、

そ
れ
に
か
か
わ
っ
た
社
会
的
階
層
も
、
集
落
の
有
力
者
程
度
ま
で
を
含
む
と
見
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
社
会
に
広
く
深
く
根
を
下
ろ
し
て
い
る
事
態
を
、
外
来
観
念

と
そ
の
普
及
だ
け
で
理
解
で
き
る
か
、
わ
た
く
し
に
は
よ
く
飲
み
込
め
な
い
と
こ
ろ

が
あ
る
。

　

一
方
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
は
、
銭
貨
が
、
大
地
の
産
み
出
し

た
も
の
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
大
地
の
産
物
と
認
識
さ
れ
て
い

た
点
は
、
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
銭
貨
の
呪
力
の
根
源
は
、
こ
の

点
か
ら
理
解
す
べ
き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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銭
貨
の
呪
力
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
出
土
例
か
ら
考
察
し
た
こ
と
が
あ

�
そ
の

論
旨
を
簡
単
に
要
約
す
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

住
居
址
の
柱
穴
の
底
部
や
柱
堀
形
か
ら
の
出
土
例
は
、
銭
貨
が
建
物
の
安
全
を
保

つ
、
土
地
神
を
鎮
め
る
力
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
、
井
戸

の
各
部
位
か
ら
の
出
土
例
は
、
銭
貨
が
井
戸
神
・
水
神
を
し
ず
め
、
水
を
確
保
・
浄

化
す
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
胞
衣
壺
に
納
め
ら
れ
た
銭

貨
は
、
霊
魂
を
嬰
児
の
肉
体
に
定
着
さ
せ
、
嬰
児
の
生
存
と
成
長
を
保
証
す
る
力
を

持
つ
と
思
わ
れ
て
お
り
、
蔵
骨
器
の
内
外
や
墓
域
の
各
所
か
ら
出
土
す
る
銭
貨
は
、

死
後
の
安
全
と
平
安
を
保
証
し
、
墓
地
を
鎮
め
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
銭
貨
は
、
誕
生
や
死
に
際
し
て
姿
を
現
す
の
で
、
人
間
の
生
命
と
つ

な
が
り
、
こ
れ
を
象
徴
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
住

宅
建
設
、
井
戸
掘
削
、
墓
地
造
営
な
ど
、
土
地
の
状
態
を
変
化
さ
せ
る
場
合
に
姿
を

現
す
こ
と
か
ら
、
銭
貨
が
大
地
と
連
絡
を
持
ち
、
こ
れ
を
象
徴
す
る
も
の
と
と
ら
え

ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
大
地
は
生
命
の
基
盤
で
あ
る
か
ら
、
銭
貨
は
、
大
地
か
ら

生
み
出
さ
れ
る
生
命
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
故
に
銭
貨
に
は
呪
力
が
こ

も
っ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
た
。

　

以
上
が
、
前
稿
の
論
旨
で
あ
る
が
、
出
土
状
況
か
ら
の
類
推
で
あ
り
、
銭
貨
の
呪

力
の
由
来
そ
の
も
の
を
十
分
に
は
説
明
で
き
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し

か
し
、
本
稿
の
検
討
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
、
銭
貨
は
、
大
地
の
産
み
出
し
た
も
の
で

あ
る
が
故
に
呪
力
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
、
と
言
い
う
る
に
至
っ
た
と
考
え
る
。

　

日
本
に
お
け
る
銭
貨
の
呪
力
の
淵
源
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す

る
と
、
日
本
で
銭
貨
が
使
用
さ
れ
は
じ
め
る
と
と
も
に
、
神
鐵
関
係
の
諸
祭
に
銭
貨

が
入
り
込
む
こ
と
は
、
困
難
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
国
の
仏
教

関
係
に
お
け
る
銭
貨
の
経
済
外
的
な
使
用
法
が
日
本
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
十

分
に
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
り
、
銭
貨
に
は
呪
性
を
内
包
す
る
と
い
う
中
国
に
お
け
る

観
念
が
日
本
に
入
っ
て
き
た
こ
と
も
考
え
得
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と

と
、
日
本
に
お
け
る
銭
貨
の
呪
力
の
由
来
と
は
別
の
レ
ベ
ル
の
問
題
な
の
で
は
な
か

（　

）
２１る
。

ろ
う
か
。

む
す
び

　

本
稿
で
は
、
日
本
に
お
け
る
銭
貨
の
呪
力
の
淵
源
を
、
大
地
の
産
物
と
す
る
点
に

求
め
た
。
し
か
し
、
あ
つ
か
っ
た
史
料
の
ほ
と
ん
ど
は
９
、　

世
紀
の
も
の
で
あ
っ

１０

た
。
本
稿
に
お
け
る
考
え
が
７
世
紀
後
半
か
ら
８
世
紀
の
段
階
に
お
い
て
も
妥
当
す

る
の
か
、
ま
た
、
７
世
紀
後
半
か
ら　

世
紀
ま
で
の
長
い
期
間
、
は
た
し
て
何
の
変

１０

容
も
な
く
経
過
し
た
の
か
、
な
ど
、
課
題
を
多
く
残
す
結
果
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
に

つ
い
て
は
、
今
後
も
検
討
を
続
け
て
い
き
た
い
。

　
�
　（

１
） 
『
類
聚
三
代
格
』
承
和　

年
（
８
４
７
）
２
月　

日
太
政
官
符
に
よ
る
と
、
延
暦　

年
（
７

１４

２９

１４

９
５
）
７
月　

日
格
と
い
う
も
の
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
内
容
は
、
鋳
銭

２７

の
料
物
で
あ
る
舂
米
の
鋳
銭
司
へ
の
納
入
を
未
進
と
し
た
場
合
、
国
司
の
史
生
以
上
の
公
廨

を
没
収
し
て
官
物
に
充
て
る
、
と
い
う
厳
し
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
格
は
、
鋳
銭
司
の
鋳
造

能
力
の
確
保
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
隆
平
永
宝
の
発
行
と
関
連
し
て
い
る
可
能
性

が
あ
る
。

（
２
） 
『
類
聚
国
史
』
巻
９
神
鐵
九
新
嘗
祭
の
項
に
本
条
が
配
列
さ
れ
て
い
る
の
で
、『
類
聚
国
史
』

も
こ
の
年
に
新
嘗
祭
が
行
わ
れ
た
と
判
断
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

（
３
） 

鋳
銭
司
の
鋳
造
し
た
銭
貨
が
、
太
政
官
を
へ
て
大
蔵
省
に
送
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

栄
原
「
延
喜
式
に
お
け
る
鋳
銭
管
理
シ
ス
テ
ム
」（
続
日
本
紀
研
究
会
編
『
続
日
本
紀
の
諸

相
』
塙
書
房
、
２
０
０
４
年　

月
）
で
論
じ
た
。

１０

（
４
） 
『
日
本
紀
略
』
に
は
「
奉
新
銭
於
諸
寺
」
と
あ
り
、
諸
寺
に
「
奉
」
じ
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。

諸
寺
に
対
し
て
新
銭
を
「
奉
」
じ
た
と
す
る
例
は
他
に
な
い
。
ま
た
、『
西
宮
記
』
の
こ
の
部

分
は
銭
貨
の
「
奉
」「
給
」
を
区
別
し
て
記
し
て
い
る
の
で
、『
西
宮
記
』
に
し
た
が
っ
て
お

く
。

（
５
） 
『
日
本
紀
略
』『
九
暦
抄
』
と
も
に
、
当
時
の
能
書
は
小
野
道
風
と
藤
原
文
正
で
あ
る
が
、

前
者
は
目
が
弱
っ
て
細
字
に
堪
え
ら
れ
ず
、
後
者
は
触
穢
で
あ
っ
た
た
め
に
、
阿
保
懐
之
が

書
く
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

（
６
） 

こ
こ
ま
で
の
経
過
は
、『
西
宮
記
』
の
つ
ぎ
の
記
載
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

註

［提供から見た銭貨の呪力］……栄原永遠男
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○
改
銭
事

大
臣
奉
勅
、
仰
博
士
令
勘
進
銭
文
、
奏
定
訖
、
択
吉
日
、
召
能
書
者
於
陣
頭
、
令
書
其
文

字
、
奏
聞
、
給
作
物
所
、
彫
定
訖
、
副
官
符
下
給
鋳
銭
司
畢
、
其
後
所
鋳
進
新
銭
、
一
千

貫
文
許
也
、
解
文
奏
聞
之
後
、
先
被
奉
神
社
仏
寺
、

�　
次
勘
定
仍
給
諸
司
所
々
等
、
次

又
勘
定
御
菜
料
并
一
院
・
三
宮
・
親
王
・
女
御
・
更
衣
・
女
官
等
、
給
法
了
、
次
定
吉
日
下

宣
旨
於
大
蔵
省
、
奉
当
日
大
蔵
省
、
運
置
件
銭
於
南
殿
前
桜
樹
東
頭
、
任
見
参
召
給
之
、

親
王
公
卿
、
従
陣
座
、
一
一
進
出
就
膝
突
、
取
于
禄
銭
一
貫
文
、
一
拜
退
、
至
宣
仁
門
外

令
給
僕
従
、
還
着
本
座
、
次
諸
大
夫
入
自
日
華
門
、
随
召
就
膝
突
、
取
銭
一
拜
退
出
、
其

数
各
有
例
数
、

（『
西
宮
記
』
巻　

臨
時
２
、
な
お
巻　

臨
時
１
に
も
「
○
改
銭
」
と
し
て
、
細
部
は
異

１４

１２

な
る
が
、
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
内
容
が
み
え
る
）

（
７
） 

こ
の
こ
と
は
、
註
（
６
）
に
か
か
げ
た
史
料
の
よ
う
に
、『
西
宮
記
』
の
段
階
に
な
る
と
、

恒
例
の
行
事
と
意
識
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
鋳
銭
司
か
ら
進
上
さ
れ
て

き
た
新
銭
は
、
先
ず
神
社
仏
寺
に
奉
り
、
つ
い
で
諸
司
所
々
、
院
宮
王
臣
、
後
宮
、
女
官
な

ど
に
支
給
す
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
上
に
見
た
六
国
史
に
見
ら
れ
る
各
銭
の
事
例

と
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
が
定
式
化
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
こ
こ
で
は
、
特
に
新
嘗
祭
と
の
関
係
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

（
８
） 

こ
の
区
別
は
『
西
宮
記
』
で
も
、
仏
寺
以
外
は
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
仏
寺
に
対
し
て

「
奉
神
社
仏
寺
」
と
あ
っ
て
、「
奉
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
９
） 

笆
の
万
年
通
宝
の
項
で
述
べ
た
ご
と
く
、
天
平
宝
字
４
年
８
月　

日
条
の
み
「
施
」
の
文

２２

字
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
神
に
対
す
る
奉
納
で
は
な
く
、
神
主
に
対
す
る
提
供
と
み

ら
れ
る
。

（　

） 

岡
田
精
司
「
大
化
前
代
の
服
属
儀
礼
と
新
嘗
│
食
国
（
ヲ
ス
ク
ニ
）
の
背
景
│
」（『
古
代

１０

王
権
の
祭
祀
と
神
話
』
塙
書
房
、
１
９
７
０
年
４
月
、
も
と
『
日
本
史
研
究
』　

、　

、
１

６０

６１

９
６
２
年
５
月
、
７
月
）

（　

） 

吉
村
武
彦
「
山
海
の
政
」（『
日
本
古
代
の
社
会
と
国
家
』
岩
波
書
店
、
１
９
９
６
年
９
月
）。

１１

な
お
、
吉
村
氏
は
聖
婚
を
重
視
す
る
が
、
ハ
ツ
ホ
を
食
す
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。

（　

） 

吉
村
武
彦
註
（　

）
論
文
。

１２

１１

（　

） 

こ
の
大
伴
家
持
の
長
歌
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
鉄
野
昌
弘

１３
「
陸
奥
国
出
金
詔
書
を
賀
く
歌
」（『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
』
第
８
巻　

大
伴
家
持

（
一
）、
和
泉
書
院
、
２
０
０
２
年
５
月
）、
廣
川
晶
輝
「
陸
奥
国
出
金
詔
書
を
賀
く
歌
」（『
万

葉
歌
人
大
伴
家
持
│
作
品
と
そ
の
方
法
│
』
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
２
０
０
３
年
３
月
、

も
と
「
大
伴
家
持
の
陸
奥
国
出
金
詔
書
を
賀
く
歌
」『
北
海
道
大
学
文
学
研
究
科
紀
要
』
１
０

１
、
２
０
０
０
年
９
月
）、
小
野
寛
「
家
持
と
陸
奥
国
出
金
詔
書
」（『
大
伴
家
持
研
究
』
笠
間

書
院
、
１
９
８
０
年
３
月
、
も
と
「
大
伴
家
持
と
陸
奥
国
出
金
詔
書
」『
国
語
国
文
学
論
集
』

１
、
１
９
７
１
年　

月
）
な
ど
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
る
。

１２

各
有

其
例
、

（　

） 

官
人
給
与
と
銭
貨
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
栄
原
「
律
令
中
央
財
政
と
日
本
古
代
銭
貨
」

１４
（『
日
本
古
代
銭
貨
流
通
史
の
研
究
』
塙
書
房
、
１
９
９
３
年
２
月
）
で
検
討
し
た
。

（　

） 

栄
原
「
延
喜
式
に
み
え
る
銭
貨
」（『
出
土
銭
貨
』　

、
２
０
０
４
年
３
月
）

１５

２０

（　

） 

高
橋
照
彦
「
古
代
銭
貨
の
経
済
外
的
使
用
法
と
そ
の
淵
源
」（
松
村
恵
司
・
栄
原
永
遠
男
編

１６
『
和
同
開
珎
を
め
ぐ
る
諸
問
題
（
一
）』
２
０
０
７
年
３
月
）

（　

） 
『
延
喜
式
』
に
み
え
る
鋳
銭
関
係
の
条
文
に
つ
い
て
は
、
栄
原
註
３
論
文
で
検
討
し
た
。

１７
（　

） 

た
と
え
ば
大
学
寮
の
博
士
講
説
料
は
、
１
回
ご
と
の
金
額
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
左
右

１８

京
職
の
掃
除
そ
の
他
の
徭
銭
を
財
源
と
す
る
支
出
も
、
金
額
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
と
も
に

定
期
的
な
支
出
と
は
考
え
に
く
い
。

（　

） 

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
概
算
の
数
字
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
内
蔵
寮
の
奉
諸
陵
幣
の
染
藍
功

１９

銭
は
数
准
時
估
価
と
あ
っ
て
金
額
が
わ
か
ら
な
い
な
ど
、
額
が
確
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ

る
。

（　

） 

馬
料
の
総
額
は
、
確
定
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
年
間
３
５
０
０
貫
弱
、
内

２０

蔵
寮
の
季
料
は
３
０
０
貫
（
年
間
１
２
０
０
貫
）
で
あ
る
。
両
者
の
合
計
約
４
７
０
０
貫
だ

け
で
全
体
の
約　

パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

９４

（　

） 

栄
原
「
日
本
古
代
銭
貨
と
呪
力
」（
註
（　

）
前
掲
書
、
も
と
『
人
文
研
究
』　

│
７
、
１

２１

１４

４３

９
９
１
年　

月
）

１２

（
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
〇
九
年
七
月
一
五
日
受
付
、
二
〇
一
〇
年
一
月
一
三
日
審
査
終
了
）
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A study of the practice of giving coins to others as seen in the Rikkokushi（Six National Histories）reveals a 

relationship between coins and their providers, who include the imperial authority and the state. A study focusing 

on that fact that newly minted Jogan Eiho coins（dating from 870）were given as offerings（hatsuho）to kami 

（deities）near the mint, and a comparison with the cases of other coins indicate that great importance was at-

tached to giving newly minted coins as offerings to kami.

According to imperial rescripts on new copper coins, imperial decrees on gold mining in Michinoku, and arti-

cles on Taiho gold mining, precious metals existed in lands ruled by the emperor, and with their production heav-

enly and earthly kami and imperial spirits assured the legitimacy of the emperor’s rule over the land. It was 

believed that the land was created to provide the precious metals from which coins were made, and it was for this 

reason that they were seen as offerings.

The emperor’s giving of newly minted coins as offerings to kami confirms to the kami the emperor’s legiti-

macy in ruling the land. Moreover, the emperor gave offerings to members of the imperial family and their retain-

ers, which signified confirmation of the emperor’s rule over the land to the recipients of these offerings.

A general examination of articles on the giving of coins in the Engishiki and Rikkokushi shows more than a 

few examples of the use of coins as offerings to heavenly and earthly kami. As previously mentioned with regard 

to the offering of coins to heavenly and earthly kami, through the giving of Buddhist-related coins, coins function 

as objects that link imperial rule with Buddha, but this is not mediated by the coins’ magical powers.

It is significant that in Japan coins were recognized as products of the land. The source of the magical powers 

of coins in Japan should be understood in this context. Coins were recognized as having magical powers because 

they were created by the land.

Key words: Coins as offerings, mint officials, production of precious metals, imperial rule of the land, magical 

powers of coins

The Magical Power of Coins from the Perspective of Their Provision

SAKAEHARA Towao


